
最高裁秘書第3231号

令和3年10月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和2年12月21日付け（同月24日受付，第020803号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称

（1） 「辞令交付式のお知らせ」 と題する文書（片面で1枚）

（2） 「送付書面と提出書面等」 と題する文書（片面で1枚）

(3)令和2年12月23日付け最高裁判所事務総局情報政策課｢裁判所の情報セ

キュリティについて」 （片面で2枚）

（4）裁判所の情報セキュリティポリシーの要点（裁判官用） （片面で43枚）

（5） 「情報セキュリティのルール（裁判官） 」 と題する文書（片面で1枚）

(6)令和2年12月23日付け最高裁判所人事局任用課実施係「旧姓使用の申出

について」 （片面で2枚）

(7) 旧姓使用申出書（片面で1枚）

(8) 「令和2年度新任判事補研修について」 と題する文書（片面で2枚）

(9)令和2年12月23日付け司法研修所事務局長事務連絡「令和2年度新任判

事補研修について」 （片面で3枚）



（10 「入寮希望の提出等について（全員提出・期限厳守） 」 と題する文書（片面

で2枚）

(1D 司研別館ガイド（片面で14枚）

⑫令和2年12月23日付け司法研修所第一部教官室「研修参加に当たって」

（片面で3枚）

（13） 令和2年12月23日付け司法研修所事務局企画第一課依頼「メールアドレ

スの届出について」 （片面で1枚）

“） 「赴任旅費及び研修旅費の支給について」 と題する文書（片面で2枚）

05） 「赴任旅費等事前調査票」 と題する文書（記載例を含む。 ） （片面で2枚）

（16） 「赴任結果連絡票」 と題する文書（記載例） （片面で4枚）

(17) 「移転料（いわゆる引越代金）支給の概要」 と題する文書（片面で2枚）

(18) 移転料ハンドブック(Ver. 1.0) (片面で14枚）

(191 移転料の支給に関するQ&A(Ver.3.0) (片面で11枚）

（20） 「裁判官制服について」 と題する文書（片面で2枚）

(21) 「新任判事補裁判官制服サイズ申告書」 と題する文書（片面で1枚）

旧2） 「宿舎事務担当者名簿」 と題する文書（片面で3枚）

側令和3年1月6日付け司法研修所第一部教官室「令和2年度新任判事補研修

について」 （片面で2枚）

例令和3年1月13日付け司法研修所事務局長事務連絡「令和2年度新任判事

補研修の実施方法の変更について」 （片面で2枚）

（25） 令和3年1月13日付け司法研修所第一部教官室「令和2年度新任判事補研

修について」 （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

(1) 1の(2)から(5)までの各文書には，公にすることにより裁判所の情報セキュリ

ティの確保に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており， この情報は，

行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， こ



の情報が記載されている部分を開示しないこととした。

(2) 1の(8)の文書には，公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報（電話番号）及び公にすることにより裁判所の情報セキュリテ

ィの確保に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており， これらの情報は，

行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， こ

れらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

(3) 1の(9)の文書には，公にすることにより庁舎管理事務及び警備事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており，この情報は，行政機

関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， この情報

が記載されている部分を開示しないこととした。

(4) 1の(10の文書には，個人識別情報（メールアドレス等) ,公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（メールアドレス等及び

ファクシミリ番号）並びに公にすることにより庁舎管理事務及び警備事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており， これらの情報

は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当す

ることから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

(5) 1の伽の文書には，公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報（電話番号及び内線番号） ，公にすることにより庁舎管理事務

及び警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（構内略図， フロ

ア図等）並びに公にすることにより裁判所の情報セキュリティの確保に支障を

及ぼすおそれがある情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公

開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

(6) 1の(12)及び側の各文書には，公にすることにより事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある情報（電話番号）が記載されており， この情報は，行政機

関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， この情報



が記載されている部分を開示しないこととした。

（7） 1の(13)の文書には，個人識別情報（メールアドレス等） ，公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（メールアドレス等及び

電話番号）及び公にすることにより裁判所の情報セキュリティの確保に支障を

及ぼすおそれがある情報（パスワード等）が記載されており， これらの情報

は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当す

ることから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

（8） 1の@2)の文書には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にするこ

とにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号及び内

線番号）が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1

号及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載さ

れている部分を開示しないこととした。

（9） 1の例の文書には，公にすることにより裁判所の情報セキュリテイの確保に

支障を及ぼすおそれがある情報（ウェブ会議用アプリケーション名）が記載さ

れており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報

に相当することから， この情報が記載されている部分を開示しないこととし

た。

3 開示の実施方法等

（1） 実施の方法

1の各文書の閲覧及び謄写

（2） 閲覧の場所

最高裁判所事務総局秘書課

（3） 開示の実施期間

令和3年10月28日から同年11月11日まで（士， 日，祝日を除く。 ）

の午前9時から午後5時まで（午後零時15分から午後1時までを除く。 ）

ただし，謄写する場合の謄写室利用時間は午後4時45分まで
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般来庁者用の駐車場がありませんので；お車での来庁はご遠慮ください。※一
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担当課秘書課(文書室）電話03（3264） 5652 ．(直通）
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写しの郵送を希望される場合の方法等について

最高裁判所事務総局秘書課文書開示第二係

同封の最高裁秘書第3231号の通知書に記載された司法行政文書（以下「開示

文書」 という。 ）の写しの郵送を希望される場合には，下記1の謄写業者に謄写の

委託をしていただく必要がありますので， 同封の「委任状」を同謄写業者まで郵送

していただくとともに，謄写費用及び謄写物の郵送料に相当する額を， 同謄写業者

の口座に振り込んでください。開示文書の謄写物は， 同謄写業者への「委任状」の

送付及び同謄写業者の口座への振込みが確認され次第， 同謄写業者から郵送されま

す。

同謄写業者の口座に振り込んでいただく費用の額は， 開示文書の全てについて謄

写を希望する場合には，下記2のとおりです。

なお， 開示文書の一部の謄写を希望する場合には， 同謄写業者の口座に振り込ん

でいただく費用の額が異なりますので， 当課まで謄写を希望する開示文書の範囲を

御連絡ください。その際に同謄写業者の口座に振り込んでいただく費用の額をお伝

えいたします。

記

1 〒100－0013 東京都千代田区霞が関1－1－4

‘東京高等地方簡易裁判所合同庁舎内一般財団法人司法協会

2 振込金額3， 290円

（内訳謄写費用2, 920円，郵送料370円）

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



③

ー

委任状

東京高等地方簡易裁判所合同庁

を代理人と定め，下記の司法行政

私は，東京都千代田区霞が関1－1－4

舎内（一財）司法協会松本英司

文書の謄写に関する一切の件を委任します。

記

謄写を求める司法行政文書の名称

（最高裁秘書第3231号通知書）

令和 年 月 日

住 所

連絡先電話番号

③委任者

＃
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最高裁判所事務総局人事局任用課

辞令交付式のお知らせ9

1

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴い，予定していた辞令交付式は執り
行わないこととしました。

これに伴い，採用面接時に案内した裁判官制服（法服)の試着はできませんので，

同封の「裁判官制服について」の（別紙）裁判官制服サイズー覧表を参考にして，
サイズ申告をしてください． 。

、 また，採用庁に登庁する日時及び場所については，別途お知らせしますので， こ

れに従って着任してください。

なお，新任判事補研修については，同封の「令和2年度新任判事補研修について」

のとおりですが，届け出ていただくメールアドレス宛てに司法研修所から追加のお

知らせをする可能性がありますので，留意してください。

おって，採用内定に際しまして，諸手続に関する案内文書を同封しています。各

文書の内容をよく確認していただいた上で，提出書面がある場合には,それぞれの

提出期限までに必ず提出してください。
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令和2年12月23日

最高裁判所事務総局情報政策課

裁判所の情報セキュリティについて ，

1 情報セキュ'リテイの重要性

（1） 裁判所が取り扱う情報は，個人情報の集合体であり,裁判記録の中には，秘
匿性の高い情報がたくさん存在しています。また，裁判官の判断内容は,いず
れかの時点で公開されるものであっても，それ以前の時点で所定の手続によら

ずに外部に漏えいするようなことは,決してあってはなりません｡…

:(2)情報は,例えぽ, USBメモリの紛失や標的型メールの開封といった－人の
職員の一瞬の不注意によって,外部に漏えいする．おそれがあります。近時,官

公庁や民間企業での情報流出事案が少なからず発生していますが,万が一.，裁

判所において同様の情報流出事故が起これば,裁判所に対する国民の信頼が損
なわれ，裁判所全体に大きなダメージをもた.らすことは明らかです｡ゞ

(3)' 裁判官として任官する以上，自らが機密性の極めて高い情報を取り扱う立場
にいることを十分認識し，裁判官としての当然の責務として,情報流出を生じ
させることのないよう,卿細心の注意をもって情報を取り扱うようにして〈ださ
いo

戸

I

釦

~.、
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「

2裁判所の情報セキュリティルール

（1）基本的なルールの把握 、

別添の｢情報セキュリティポリシーの要点(裁判官用)』 (以下｢ポリシー
要点｣という｡)及び｢情報セキュリティのルール‘(裁判官)jは,裁判所の
情報セキュリティルールのうち基本的な内容をまとめたものですので,一読
してください。

驫墓獺駕為刷し撒乏鰯壹言詔溌等需
シー要点及び情報セキュリティのﾙｰﾙ(裁判官)を,識判所外の人に見せ
たり紛失したりすることのないよう:に気を付けてください。
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3提出物（必要のある場合のみ）
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裁判所の

情報セキ11ﾉ■ティボリシーの襄点一・
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2019年2月改定

最高裁判所情報政策課
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HS0. 11月改定服

瞳璽は,新ルール部分,変更部分に付しています。
●

●

●

、

堂

～



イ

令和2年12月23日
●

最高裁判所人事局任用課実施係

旧姓使用の申出について

裁判所職員は，別紙に掲げる文書を除く裁判関係文書及び司法行政文書並び

に別紙に掲げる文書中の当該文書に係る事務担当者の氏名その他の事務処理上

の支障が生じない部分について， 旧姓を使用することができます。

任官日である令和3年1月16日から旧姓を使用しようとする場合は，別添

の旧姓使用申出書に必要事項を記入の上(押印不要)“令和3年1月6日（水）

必殖で当係まで御提出ください｡なお,既に提出済の戸籍全部事項証明等の記載
‘ ． ： 、

に変更がない場合は，重ねて証明資料を提出する必要はありません。 ’

任官日以降に旧姓を使用しようとする場合は，所属庁の人事担当者に御提出

二．＝､1

ください。

ノ
一

「



0

（別紙）

1 人事記録及び裁判官の履歴書

2税務及び個人番号に関する文書

3社会保険及び雇用保険の事務に関する文書

4宿舎貸与申請に関する文書

5共済組合に関する文書

6児童手当に関する文書

7財形貯蓄に関する文書
？ ‘

8，確定拠出年金に関する文書

9災害補償に関する文書

10栄典に関する文書

、
１
７
ノ

ヘ

ウ
ゲ
ー
‐

11 給与の支給に関する文書（退職手当の支給を含む｡）
、

12裁判官の任免，指名補職､報酬及び外部機関への派遣に関する文書

13裁判所に設置する委員会の委員の発令に関する文書（裁判官に対するも

のに限る｡）._）

14簡易裁判所判事の選考に関する文書

'5旧姓使用により外部機関等との関係で生じる円滑な事務の遂行に対する

支障

その他の事務処理上の支障が生じる文書



(別紙様式第1） 1

年 月 日

旧姓使用申出書

地方裁判所長殿

夕

I

、

、

ノ（

所
官
氏

属
職
”
名

下記のとおり旧姓を使用したいので， 申し出ます。

記

1使用する旧姓

(改姓後の戸籍上の氏※ ）

2改姓年月日

1
－ノ

3改姓事由

L

4 I日姓の使用開始希望日

(担当者使用欄）

年 月 日証明資料等により確認済
g

※ ｢改姓後の戸籍上の氏」欄には，改姓前に申出をする場合にのみ記載する

P
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令

令和2年度新任判事補研修について
"

し

司法研修所

1司法研修所第一部教官室の紹介

司法研修所にはj修習生指導を担当する第二部教官室(民事裁判教官室,刑事裁判教官

室等）のほかに，裁判官の研修を担当する第一部教官室があります｡

第一部教官室では,裁判官の自己研さんを支援する目的で;年間50本を超える裁判官

研修を企画･実施しています｡今回,皆さんが参加する新任判事補研修もその一つで,第
一部教官室が企画・運営を行うものです｡~

も

、
I

ノ
グ

2研修の目的

新任判事補研修は，皆さんが裁判官として円滑なスタートを切る．ことができるように，

裁判官どしての基本的な心構えや,裁判所という組織及び裁判掌務に関する基本的な知
識等を修得するとともに， 目指すべき裁判官となるための自己研さんの在り方について

考えるきっかけとLても;らうことを目的としたものですb

同期の仲間との絆を深める貴重な機会にもなりますので,積極的な姿勢で臨み,有意義

な研修となるようにしてください6

‘ ；

3添付書類

(1)令和2年度新任判事補研修について(事務連絡）

研修の日程や集合時間について記載しています。

(2)．入寮希望の提出等について

※入寮の有無に関わらず全員提出してください。

（3）司研別館ガイド． 、

司法研修所別館やなごみ寮の利用案内について記載しています。研修当日持参して

ください。

（4）研修参加に当たって

事前準備を要するカリキュラムの概要や準備事項について記載していますので, ’必
』 ’ ・

要な準備をした上で研修に臨むようにしてください。 、

）
一一

ダ

4その他

(1) 司法研修所別館の施設には暖房設備がありますが,研究会当日は,新型コロナウイル
ヌ感染防止の観点から》窓開けによる会場の換気を常時行う予定です6そのたあ,カリ



I
1

旬

凸

キュラム中は会場の室温低下も予想されることから,服装に御留意いただき，必要に応
じて膝掛けなどを御持参ください。

I(2

、

担当窓口
（．、

司法研修所第一部教官室所付(北村

司法研修所事務局企画第一課企画係

1

皿叫 ｜）

(金澤｡小宮･風間TEII

』

I
〆言雪、

ノ

j

、リ

h

1

I

1

炉



戸

令和2年12月23日

、

裁判官任官内定者殿

司法研修所事務局長一 場 康宏

令和2年度新任判事補研修について（事務連絡）

標記の研修について，下記のとおりお知らせします。

記‘

1． 日程

日程表（案）のとおり

2場所，宿舎等

（1）場所

司法研修所別館

埼玉県和光市南二丁目3番5号

（2）集合

令和3年1月19日 （火）午前9時10分当研修P令和3年1月19日 (火)午前9時10分当研修所

）

1

別館研修東棟■受
付

（3） 宿舎

宿舎を必要とする参加者については， 当研修所別館の宿泊棟（なごみ寮）を

用意する。

3参加者

令和2年12月に司法修習を終え，裁判官に任命された者（第7．3期司法修習

終了者）

4その他 ・

標記の研修の日程のうち，令和3年1月19日（火）及び21日 （木）につい

ノ
～ 二〆

I

一

ノ



／

ノ

●

凸

、

ては，当研修所が昼食を用意し，昼食会を：

なお，昼食代金は,研修初日に徴収する。

昼食会を実施する。
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I
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１
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◆

令和2年度新任判事補研修

』 日程表 （案）

１

ｂ

ｌ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
■
１
０

、
、
ｌ
ｊ
Ｊ
ノ
ｈ
Ｏ
ｌ
〃
／

口

［
※別途，所属庁にて，ハラスメント防止DVDを視聴する。

月 日 曜 実施 内 容
己

19

20

21

火

水

木

9:30 9:50 9:50 10:25

オリエン
テーション

●

10:30 12:30

自己紹介 斑別昼食会
ｇ
ｏ

13;30
イ

q ~

脱明と意見交換

｢裁判所における人事の仕組み等」

人事局長 徳岡 治

人事局任用課長 馬場俊宏

17:00

(司会）司研教官．相澤眞木

9:30 10:00

情報政策謀から
の脱明

情報政策畷情報
.セキュリテff室長
兼参事官

吉田智宏

1
6

10:10 ． 、 12:00

6

購演と意見交換
『新任判事補に期待すること』 （仮題）

ノ ー

東京高戟部総括判事

C ●ら

｛
平木正洋

j■

6

13:” 17:00

● ‘

争 ■

左陪席裁判官の在り方（斑別）

1斑東京地裁判事補． 町田哲哉

(司会）司研教官． 岡崎克彦

2班さし､たま地裁判事補松岡藍子

（司会）司研教官、篠田寅．治

3斑東京地裁判事補｡ 松．下健治

(司会）司研教官 鈴．木千帆．
*

4斑千葉地裁判事補 乙部華穂
(司会）司研教官 香川徹也

●

●

9:30 11:伽

● -

令状実務の留意点（狂別）
○

｝

ダ

ダ●

甲斑東京地裁判事犬伴慎吾
● 口

乙斑東京地裁判事鏡味 薫

丙斑司研敦官 香川徹也

1

11；10 12:101 ' '

｜麹i".|
13:10

意見交換（斑別） ．
｢裁判官としての研さん」
■

≦ 14:00

A変東京地裁判事補 島尻,大志

（司会)司研敦官鈴木千帆

B狂東京家裁判事補 島田 旭
■ - ●

(司会）司研教官中丸 蔭
寺

C証横浜地裁川崎支部判事
小泉健介

(司会）司研教官篠田賢治

D変千葉地裁判事補
■ 色 ●

安重育巧美
巴 ■

(司会）司研敦官岡崎克彦

’
１
１
１

４

”

七○

14:20 17:00

意見交換（斑別）
『目指すべき鏡判官になるために」

』

E垂司研敬官相澤眞木

F斑司研教官岡崎克彦
、

G斑司研教官香川徹也

H斑司研教官中丸 隆



／

入寮希望の提出等について（全員提出。期限厳守）

新任判事補研修の期間中は，司研別館へ通所することができますが，司研別館
の宿泊棟(通称：なごみ寮）に宿泊することもできます。

ついては，令和3年1月5日 （火）頃に,別添の. ｢研修期間中の入寮希望等に
ついて」 (Microsoft.0fficeWord形式）を電子メールで送信しますので，所要事

令和3年1月7日（木）正午まで（必着）項を入力し， に，下記の担当者宛てに■

送信して下さい（蝿鐙望堕賓無にかかわらず全量提出 ） 。

なお，電子データでの提出に差し支えのある方については，別添の書式に所要
事項を記入し,期限までに，企画第一課企画係へ提出してください（郵送または
FAX送信いずれの方法でも可） 。

同期の裁判官全員が集まる最初の研修であり，研さんに集中ずることができま

〆、
ノ

‘すのでぅ なるべく入寮さ証ることをお勧めします，

おって，なごみ寮への入寮希望者が多数の場合などには司研本館α
を利用していただく場合もありますので，御了承ください。 ・

入寮は,次の①又は②のいずれかにしてください6

①令和3隼1月17日 （日） ［辞令交付式前日］
u ･ も

②令和3年1月18日（月） ［辞令交付式当日］

退寮は;で.きる限り,令和3年1月21日(木)にしてください。

司研本館のひかり寮

(担当者）

企画第一課企画係

、

_」
１
０
、

､金澤崇之
＝ 車

･ ’
小宮由莉佳 ’ ’
風間敏宏 ’

、

所在地 〒3．51－0104
J

埼玉県和光市南二丁目8番5号i号
可

企画第一課企画係

(企画第一課） ’

二，必ず，番号を確認してください‐。

FAX番号

※FAX"FAX送信する場合は， 送信する前に，

(添付資料）
'

研修期間中の入寮希望等について

1

…＝H



◎採用内定後，令和3年1月7日（木）
D

正午までに，質でに，企画第一謀企画係診蝿出してください
り

る堀合は，送信する前に，必ず，番号を確麗して◎

】

研修期間中の入寮希望等について
の

（口変更）

所属庁

氏名

ロをクリックするとチェックを入れることができます。

1 緊急連絡先について

（携帯電話等）

‘ （氏名（その他連絡先） 関係《 ）
※採用内定から研修開始までの間，必ず連絡の取れるところを記入してください。

、
、
、
ｆ
ｙ
″
／

一
・

＋

2新任判事補研修における入寮希望等について

次の該当する方にチェックを入れ，入寮を希望しない方ば住所を記入してください。
なお,宿泊施設はなごみ寮を予定していまずが，希望者数等によってはひかり寮になることがあります。b e 5 司

口自宅,､官舎，親族宅等から通所する。 ‘

（研修期間中の住所: 》 ” ）

ノ

－

1口司法研修所の寮への入寮を希望する。
里

3入寮日,-退寮日等について〈入寮を希望する方） ‐

(1)入寮希望者は,該当する入寮日及び退寮日にﾁｪｯｸを入れてください｡なお;退寮白睦できる
限り,令和3年1月2ユ日 （木）としてください。

○入寮日 、 ‘

・口令和3年1月17b日（日) (辞令交付式前日）

ロ令和3年1月18日(月） （辞令交付式当日） ′
○退寮日

□・令和3年1月21日（木） （終了日） （研修終了時刻は，午後5時を予定）
口令和3年1月22日（金） （終了日翌日）

（2）入寮中に外泊する方は，外泊予定日時（24時間表記） ，外泊事由及び宿泊場所を記載してくださ
い。

、
、
画
ｄ
１
Ｊ
９
〃
グ

月 且;（ ） 時〆 分から ヘー

月 且1 ） 時 分まで
一

(外泊事由:一一二

(宿泊場所.8 -‐

！

）

）

(3)
’

4その他 ．

(1)‘寮費は，研修受付時に現金で徴収します(徴収額は追ってお知らぜします。 ）。
（2）本書面に記載された事項に変更が生じた場合は,本書面の表題下の｢口変更｣欄にチヱックの上，
変更後の事項を記載して,速やかに企画第一課企画係に提出してください． ⑥
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令和2年度新任判事補研修
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__〆
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合：令和3年1月19日（火jg; 10(耆席:9:201
付．令和3年1g19.g_=IMB;40-5116 :
句研別館研修栗檬■（研究室前1

4

〒351-0104埼玉県和光市南二丁目3番5号

司法研修所事務局企画第一課
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4■

1研修の参加に当たって ． 1

持参物，受付，新型コロナウイルス感染症の感染防止策について

配慮を要する場合の申出，交通

2構内の御案内

構内の出入口
３
４構内略図

3研修東棟について

飲食マイク,･ロッカー，喫煙

聖調筈災害時,■■■■■

4総研の食堂･売店の利用について

5 ITルームの利用について

6図書室の利用について

了司研別館なこみ寮の利用について

入寮,宅配便,寮費等,居室

共用施設，退鴎その他

司法研修所別館研修東棟フロア図
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時閻令和3年1月19日(火)8:40~9:10(蕊合は9:20です）
|麓所司研別館研修東姻大研究室前
・受付後は,9:20までに大研究室に識してください。

○諜篭趣隻会鮮聖噴睦ては.新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染防止のため，
以下の点に充分留意してください。

・研修当日は，登庁前に検温し，発熱等の風邪症状がある場合は, .司法研修所企画第一課
に連絡するとともに，登庁を控えてください。なお1登庁後，検温を行いたい場合に
墜逵園企画第壽課に乳出て種温を行うそ碓苦鼠一'.員
･研修所構内ではﾏｽｸを着用するとともに.入館時や研究室等に入る際には手淋や
手指消毒を励行してください。
賃童璽駿蠅些『昌鼬砺止対策陰沿って行動してください。
､昼食iま指定された堰所でとってください｡その場合間隔を空けて座り,対面での会
話はなるべく避けるよう配慮してください。

、
１
０
ノ

ー

研修期間中,特に配慮を要する事情がある場合には,なるべく事前に研修事務担当者まで
適宜の方法により申し出てください｡なお,申出の時期や庁舎設備等の関係から対応が困難な
増合がありますので,ご了承ください｡
(例)車いすを使用しているため,会場等を配慮してほしい。
難聴等のため,席を配鹿してほしい｡
授乳中のため,休養室を利用したい。）

一

、司研別館の最寄駅は,和光市駅(東武東上線,東京ﾒﾄﾛ有楽町綴･副都心線)です。
･和光市駅からは,南口発の路總バｽを利用してください。
池袋から

騨東上線(侠速･急行･準急=約'5分,普通=約25分）

池袋 司研
別館

バス
ー

約15分
和光市

蒸乖罰鑑篇鵜駕鶚潤蔬
0

武池袋線に乗り入れる有楽町線･副都心線の電車は，
光市駅には行きません(途中の小竹向原駅から西武池袋線に乗り入れます｡）

Ｉ
Ｐ
“
ｒ
ｒ
Ⅱ
１

和

1

1剛唇の参加に当たって

事前配布資料 両0－'副函刷醍刀イト｣αひIM蔭参加に当たって｣(事前の準備等に関
する寄面)は,必ず持参してください6－ ■ ■

職員バッジ 樟 内に入構可 『る、 厨1－必蛋鱈ツー。
停湿断 岡 1睡銅旧j甲，垂J弓 剛 に種湿すゐために 割醸してください｡

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染防止策について

配慮を要する場合の申出

交通



大宮から

懲

快速樋勤快速＝
1，

;徒歩約2分
0

普通＝約11分
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皇j亀野‘
約15分ケ蕊秀彦／

和光市駅南口からの路線バスについて
、

｡

一一一一

ヨ
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ヘ

甲

一、
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’
｢税務大学校｣｢税務大学正門｣｢税務大学校和光校舎｣のバス停から，巳 ｡ ■ 匂

※詳しくは,バス会社のHP等で確認してください”
歩約5分

I

藷光市駅南口バス乗車埋所
二

■
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Ｂ
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０
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０
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－

１

，

■

_） ’
司法研修所別館周避バス停留所

ー

』

2

朝霞台 和光市 詞研
別館

のりば

東武バス

東武バス

A

西武バス

①
－

③

④

行き先

司法研修所循環又は二軒新田

裁判所職員総合研修所~ア
、

埼玉病院又は成増駅南口
b

大泉学園駅,長久保又は光が丘

摩下車(☆は図参照）一画＝ーーず

税務大学校(費A）

.， 終点(☆B）

； 税務大学正門(☆c） ．
※通勤時間帯は,裁判所職員
総合研修所(☆B)経由あり

■ 凸一 画

税務大学校和光校舎(☆A）

．
．
↑

川越
ﾄ

Ｉ

① ’

雨

”

L=二軍鴬車上鰯
I r蔚蕊票壼,<北口〉 東武 一

。

と堅塁墜璽蝿堕L

和光樹赫公園.

司法研修所別館
鮫判所職員錐合研側

画注研修所
本館 哩



2構内の御案内
一一一一

|‘構内の出入口
● 心 ■

ー

‘ ・司研別館構内の出入口は,■■■(4ぺｰジ参照)です。〃

、

Ｐ！
■

ノ

’

I

。不明な点があれば

い合わせください。
■■■■ |にお問~）

１
１

、

_ノ

罪ゞ ■
I

’

※研修東棟の出入口は司研別館の構内略図(出入口関係)(4ページ)を参照してください。b ﾛ

3
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司研別館の構内略図(出入口関係）
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3研修東棟について
4 －－■一－■ ■－ー一

－Q

飲食
｜
h

I
ノ

1，

飲み物会場への飲み物の持込みは，

キャップ等で密封できるもののみとし，

紙ｺｯプ等は持ち込まないでください。
（ふた付きでも,こぼれる可能性のある
ものは御遠盧ください｡)

１

Ｊ

！

食事■休憩ｺｰﾅｰ又は多目的室を御利用ください。 －
3F;4F, ITﾙｰﾑ，図霊室での食事は禁止しています。一

3

（

〔二三蚕．
］

大研究室発言する際には,卓上のﾏｲｸを必ず使用してください。◆■ ｡

第柵究室ﾏｲｸ機材中央下のボﾀﾝを押すと，

第2研溌室マダfｸ部分等のﾗﾝプが赤く点灯します。
点灯を確認してがら発言してくださいb
-発言が終わりましたら‘同じポﾀﾝを押して，
スイッチを切ってください。

（赤いランプが消えます｡）

産＝ －Ｐ
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Ｆ
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・
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ｐ
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ｐ
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．
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一
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三
一
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可

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｐ
Ｉ
凸
や ポﾀﾝ

第1～”ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸが用意されている場合’発言する際には,ﾏｲｸを使用してください。
演習室発言が終わりましたら,速やかにｽｲｯﾁを切ってくださいo

E盲垂=Z]

研修東糠■に男女別の”ｶｰが設置されています｡利用を御希望の方は,企画第一課に
連絡してください6 』

[~蕊~、 ，
司研別館は,喫煙指定場所を除き全館禁煙です。
喫煙指定場所は研修東棟ｺﾛｱ図('2ぺｰジ参照)で御罐認ください。

こ更．
病気又は怪我のときは,企画第一課に連絡してください。
■に休養室があります｡利用する雛は,企画第－課に連絡してください。

1

－ノ

／

5／



I

空調等’

司法研修所別館の施設には暖房設備がありますが,研究会当日は,新型ｺﾛｰウイルス感染

鬘雛雛螺蛎曼潔篭義瀧揮篭鰯畿鵠鰄鍵藷
持参ください。

ロ

■

I 災害時
１
１
１ 、

I

一宅

司研別館の緊急時避難場所は,総研グラウンドとなっています。

研修期間中に大規模地震等の災害が発生した場合は,職員の指示により避難してください。
職員がいない夜間や休日の場合にIま,エレベータを使わずに各自声をかけあうなどして，
落ち着いて避難してください。 ，

一■■(~） ’’

1

1

’

設置場所1

， 2 ｜ 国
■

１
１

’白

’ロ
ロ
、
宜

に

、
ノ

〃

グ

1
,

U

O

~
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☆司研別館には食堂･売店はありません｡総研厚生棟■の食堂･売店をご利用ください。■

1 食堂における新型コロナ感染防止対策については，現在，次のとおり行っています
ので，食堂を利用される予定のある方は，御確翻ください。
（1） .食事の前には,必ず手洗いや手指消毒剤を利用する。 ．
(2)配膳.下膳の際は, ･ソーシャルディスタンスを確保する。
(3)食堂内においても,喫食時以外は，マスクを藩用する。

胤菫難繍鍵職壁する．
(6)マイ箸を忘れた者はb食堂従業員に申し出ることで，割り箸の提供を受けるこ
と墾重壹墨が,;感染防止策の趣旨蚕理解しデマ孑暑の持参i甥あ葛；
（7）座席指定はないが， ソーシャルディスタンスを確保した上で,任意の席で喫食
する。

2営業時間等の利用方法の詳細については，研修開始前に，別途お知らせいたします。一一勺

〆． 、

1

ダ

）
I〆

』

7

4鍵研の食堂・売店の利用について



一■三一アーロワーヌf ■■ｰと凸 一一二一 一一子●＝凸二一＝■一一F －も ■－－毛－ユー■一コ L 生夕■一■ー＝r凸

I 5 ITルーム鰯利鯛について
園 一一一一一

室嚇鶉1詞毒別壷研修章蓉=~町ﾙｰ会('=f-ジ”團参"利用==す。○利用時間’ ？
回

1

j .

↑共用パｿｺﾝ■機） ↑c合
2外付けCD-ROMドライブ 1台
8プリンタ 2台

4スキャナー 1台

5DVDプレーヤー 2台
6シュレッダー 1台

＝匠一一一一'
oバｿｺﾝ利用の際にば,『情轆等罰票ｲ確保のための注意事項｣を確認の上，
備え置きの｢共用バｿｺﾝ利用者ｼｰﾄ｣に必要事項とお名前を記入してください。

設置機器

、

~）

ご～､
1

ノ

パソコン

記入したシートは, ITルーム退室時に回収箱に入れてください。
。バｿｺﾝでは,次のアプリケーションが使用できます。

’
１
１
１
，
１
１

①
②
③
④
⑤
⑥

| (ｱドﾚｽ帳,判例秘爵D-1LaW利用可）
I

】

｜

I

1

ー

裁判官教材の視聴 備え付けの裁判官教材(CD;DVD)を視聴できます。
CD教材を視聴の際は,パソコンから醜Nケーブルを
抜いた上で利用してください。

ノ .

DVD教材を視聴の際は,備え付けのポータブルDVD
プレーヤーを利用してください。

、

=_ノ

k

Fー

、

8
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ーー _､_一一一

．6園書室の利用について
一一■■ －■一一一一 堕一野ロ.｡ ローマ▲‐

☆研修期間中,司研別館(研修東棟■)及び総研(厚生咽の図書室が利用できます。
白 色

一ーーL,- - - --- -.--マ

司研別館図書室 総研図密室ーや一一

巴

利用時間
リ

臣

ー

－
ーーーー

｜’
､

凸

－

浜

患狸

最終退出者は,必ず,図書室内(閲覧室
及び婁庫)の照明を全部消灯してから退
出してください｡

一一

霧

■

カウンター横のPCで司研別館図書室及び カウンター横のPCで総研図書室の蔵書
総研図書室の蔵書検索ができます。 検索ができますが,司研別館図書室の検

索はできません。 、

カウンター横のPCで総研図書室の蔵書
検索ができますが,司研別館図書室の検
索はできません。 、

蔵書検索

下記の問い合わせ先にご連絡ください。
｢図書帯出票』<カウンターに備え置きﾂに
必要事項を記入し,図書帯出票箱に入れ
てください｡返還は,書架に戻さずブックト

｢図書貸出簿｣(カウンターに備え置き)に
必要事項を記入してください｡返還は,書
架に戻さず｢図書返却台｣に置いて<ださ ﾗｯｸ(返却用)に置いてください。

※－人につき3冊まで｡期間は,研修終了
まで｡ ．

貸出
い。

※一度の貸出は5冊まで｡期間は,研修
終了まで6 ※｢禁帯出｣のラベルが貼ってある図書等

についても,自由に借り出すことができま
す。

｡

ノ

閲覧図書
の返還

書架に戻さず,「図書返却合｣(ブッ外ラッ
ク)に置いてください。 ．
書架に戻さず,「図書返却合｣(ブッ外ラッ
ク)に置いてください。 ．

一

元の書架に戻してください。

図書室内のコピー銭が利用できます。コピー
図霊室内のコピー機(有料)が利用できます。ー

I f ‘
*

問い
合わせ

Ｆ

Ｈ

卜

ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｂ

－

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ⅲ

ｌ

Ｌ

司研企 総研総務課庶務係(内線■

9

鞭

‐ f口

p~侭ろ

I

11 ‘

鮒

4

．
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7司研別館なごみ寮の利用について1－:_ユーーー可 一一_I
r憲一~） 、

】

’’。なごみ寮

入寮してください。

不明な点があれば, ’ ｜により,司研企画第一課(平日9時～17時）
こお問い合わせください。I’又は

1

I

。玄関ﾛピﾆｰ及び寮事務室内に掲示されている｢なごみ寮部屋割表jにより，今 自分の居室番号を

|入室
’［確認し； してください。

ー ＝ ー

I 宅配便 ’
一
一

一
一

【寮に発送する場合】

|蹴篝誓雪壽蓄駕難譜蕊雲･~'”･と指定壁吐一司法研懲所別館なごみ寮OO○○(本人)あて

☆自家用車での荷物の搬出入は,やむを得迂い事由により事前許可を得た場合を除いて禁止

。送り先は,〒351-0104埼玉県和光市電三子目S善5号
一司法研懲所別館なごみ寮OOCo(本人)あて

一一一正一凸一一■宇一

／一・､
， 1

しています。

･発送した荷物は,寮事務室に置いてありますので,各自でお持ちください。
【寮から発送する場合】

･荷物の準備ができましたら,①業者(ﾔﾏﾄ運輸｡『ゆうパｯｸ>,②送り先の地域③個数を，
企画第-課研修庶務係(内線■に連絡してください。 ， ‘
☆集荷の関係で,当日発送をご希望の方は,昼休みまでに連絡してください｡それ以降は,翌
営業日の発送となる場合があります。

(~悪菫司寮費等
四一一=一一

寮費とクリーニング代は,研修初日の受付時に,現金でお支払いください。
｜に置いてある支払用封筒を利用して受付時に御提出ください。）

一ノ

お釣りのないように御協力ください｡

' 泊数_1寮費!'ｸﾘｰﾆﾝグ代|''合計~|~泊蕊←寮賓
1泊 1,700I1,4303;130i 6泊 "bb

鵲討:: WW鰯■謡
F4泊| 3,800 1,430 5,230 1 9泊 8,300
L5泊I4,500 1 1,430 1 5.930 110泊| 9,000
☆寮費等は,:欠泊した場合でも,原則として返還できません。

1,430
一

1,430

3,830
-

4,530

り
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１
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１
雪
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リ

胃、陸コロローロ，ロロー鈎謎畦動毎画匡＝ロロ…ロ瞳鹿童画■臣＝『8回＝ロロヰー画ロー挿画匡画画己＝弓，

薑－1：~≦蘆雲更嶽鯉藝燕蕊燕溌謀 i特にゴミの処理方法については,御留意ください｡~＝－ F 鷺

画品一.画竺=｡P.=｡･｡－画｡…”ロー画。蜜＝謹直画－画。…“鱈＝塵ロー画向一輔．－H
・トイレ付きの洋式の個室です。

居宰！
バス，

備品 小型冷蔵庫,電気ボｯﾄ,ヘアドライヤー,ハンガー3本,室内用サンダル,フード
ボｯｸｽ(湯呑み,茶托,ｺｯブ),ﾃｨｯｼﾕぺｰパｰ,ﾄｲﾚｯﾄぺｰパｰ‘
ボディソープ,シャンプーリンス,フェイスタオル,バスタオル,時計

） ．

10



1

☆浴衣,テレビはありません。■

照明 ’
入口ドアの先にある電源管理

ボックスに差し込むことにより照明が点灯可能な状態になります｡その後の操作
は,スイッチで行ってください。

換気換気用の窓があります｡ｻｯｼを開けずに換気萱る場合には,サッシ横の窓の
’ 取っ手を引き上げてください。

給湯洗面又はユニットバスでお湯を使用するときは,ガス給湯器のﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ，
を設定してから使用してくださいb

ユニットバスを使用するときは,ドアを開放しないでください｡室内の感知器が作
動し,警報ベルが鳴ることがあります。

電話内線電話専用です｡公務又は緊急の場合は!寮事務室の電話を利用して
ください(｢o｣＋相手先電話番号)。

☆居室内は禁煙です｡喫煙指定場所は研修東棟フロア図(12ページ参照)で御確認ください。1

d

f

Ｉ 共用施設ご~、
ノ _菱曇聖雲一ノ

ョ

ミーティングルーム
脚ます｡椅子,ﾃｰブﾙ,ﾎﾜｲﾄボｰドが

設置されていますので,打合せ等に利用できます｡
談話室■は畳敷き;■■■はﾌﾛｰﾘﾝグ仕様です。
流し台,冷蔵庫,ｵｰプﾝ電子ﾚﾝジが設置されています。

ﾗﾝドﾘｰ室Bﾝドｳｰ室に洗濯機,乾燥機電気ｱｲﾛﾝ‘電気掃除機が設置
されています。利用時間7:00'T'28FOO

ﾘﾈﾝ室■■■ﾘﾈﾝ室にズポﾝプﾚｯｻｰが設置されています｡利用後は,速やかに所定の
場所に戻してください。

朝食,夕食等総研食堂が利用できます｡(7ページ参鱈） ′
自販機■にありますb f
連絡蕊項■寮事務室前の掲示板に掲示しますので{必ず御萱くださいb

〆

こ塁．
｡研修最終日に退寮する場合,同日の研修窪了後まで寮室を利用できます。
｡研修最終日の翌日の退寮は, :10:00までにお願いします。

(J

退寮の磯

ｼｰﾂ,（

一

Ⅱ

’に返還してください。

各階ﾘﾈﾝ室のｶｰﾄに入れてください。4 ■ ■．シーツ'バスﾏｯﾄ,枕カバー,パスタオル等は,各階ﾘﾈﾝ室のｶｰﾄに入れてください。
。持ち込んだ私物は,必ず持ち帰って<ださし16

〔二重蓮二〕
｡ 紛失した場合は,費用を負担していただきますので,紛失しないように十分注意し
てください。

･入寮前のお問い合わせは‘司研総務課寮務係(砲■ ｜)へ,入寮後のお問い
合わせは,司研企画第-課研修庶務係(内線■へ､お願いします。

ノ

11
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4

令和2年12月23日

裁判官任官内定者各位、

司法研修所第一部教官室

研修参加に当たって

令和2年度新任判事補研修について，事前に準備すべき事項等は次のとおりです。

第1 事前の準備について

1 自己紹介（令和3年1月.19日（火） ）

「自己紹介」 .では,各研修員から，ー人1分半程度で自己紹介をしてもらい

ます。自己紹介の順は当日に発表します･各研修員から提出された「自己紹介

書｣を取りま,とめた上，研修員全員に配布しますので， 当日はそれを前提に自

己紹介をしてく.ださい。

2 「令状実務の留意点」 （班別） （令和3年.1月21日 （木））

このカリキュラムでは，地方裁判所で実際に令状事件を扱っている裁判官及

び司研教官を講師として，実務上の基本的な問題を検討します。研修員は，添

付資料1令和2年度新任判事補研修｢令状実務の留意点｣事前検討資料を熟読

した上で，別紙「令状実務の留意点」設問について，意見を述べられるよう;

あらかじめ検討しておいてください｡

3 民事事件に関する「10訂民事判決起案の手引」 （修習開始時に配布済み）

及び同別冊の｢事実摘示記載例集一民法(債権関係)改正に伴う補訂版一」 （令

和元年10月） （修習開始時に配布済み）並びに刑事事件に関する｢平成1､9

年版刑事判決書起案の手引」 （修習開始時に配布済み）及び添付資料2「刑

事判決書における主文と法令の適用等について」 ：(令和元年版)は，研修員が

民事事件又は刑事事件のいずれを担当する場合であっても，裁判官として最低

限押さえておくべき重要な事項が記載されていますので，いずれも事前に熟読

しておいてください｡

一一

1

_ノ

0



●

◆

第2 その他

研修開始前及び研修期間を通じて，不明な点があれば，

（■■■■■■）又は企画第一課企画係（■■■■■■）

さいげ

第一部教官室所付

に問い合わせてく!だ

３
１
２

第 添付資料

令和2年度新任判事補研修「令状実務の留意点」事前検討資料

刑事判決書における主文と法令の適用等について（令和元年版）

/ 、、
ノ

／ ）
、 ． 〆



今

、

ノ

(別紙）

（令和3年1月21日使用）

「令状実務の留意点」設問

設問1

覚せい剤取締法違反（譲渡）被疑事件の捜索差押許可状の捜索すべき場所として

「○○ホテル内のA室, B室その他差し押さえるべき物件が存在すると思料される

場所j ，差し押さえるべき物として「覚せい剤注射器その他本件に関連すると思

料される一切の物」 と記載することができるか。
一■

／ 、
1

，

設問2

以下の事例について，

(1) 法定刑について答えよ。なお，犯罪地の条例違反が問題になることを前提とし

て,あなたの配属庁の属する都道府県の条例を自治体のホームページで検索する

こと。

(2) 勾留請求を認めて，勾留状を発付してよいが。

（事例）

被疑事実の要旨は，被疑者が，駅のエスカレーターで女子高校生のスカート内を

盗撮したというもの。

被害者は，一週間くらい連続で同じ中年男性が後ろに立っていたのでおかしいと

思い，鏡を見るふりをして後ろを確認したら，被疑者がスマートフォンをスカート

内に差し入れていたため，声を上げたところ，被疑者がスマートフォンを地面にた

たきつけて壊し，逃げようとしたので，駆け付けた駅員の助けも得て現行犯逮捕し

た， と供述している。

被疑者は，知らない女子高校生から盗撮犯人と間違えられたがやましいことは一

切していない，本件の駅は今後利用しない， と供述している。

被疑者は前科前歴のない40歳の公務員であり，妻子と同居している。なお，本

件はローカルニュースで報道された。

」



令和2年12月23日

メールアドレスの届出について（依頼）

司法研修所事務局企画第一課

令和3年1月19日から同月21日まで実施する令和2隼度新任判事補研修

について，事前にお送りする文書は，現時点では，今回送付の文書で全てです

が，今後任官までの間に，追加で連絡事項や資料等をメールにて差し上げる可

能性があります（※資料等を電子データで送付する際には，パスワードを設定

します｡パス,－ドは, I 1 ) ｡

つきましては， 12月28日（月）正午までに，研修に関する資料等の送受

信が可能な私物端末（パソコン等）のメールアド．レスを，下記の担当者のメー

ルアドレス宛てに空メール（件名のみ）を送信する方法によりお知らせくださ

い（宛先には3名全員を入れてください。 自己紹介書を送信したメールアドレ

スと同じメールアドレスを届け出る場合も，お手数ですが空メールの送信をお

願いします。）。

なお，メール送信する際には，件名を「令和2年度新任判事補研修（氏名）」

としてください。

おって，お知らせいただいたメールアドレスは，任官前に，本研修に関する連

絡。資料等を送付するために使用します。

（担当者）

ｑ

白

日

曲

､__〆'

企画第一課企画係

’’金澤崇之

l

l
小宮由莉佳

風間敏宏Ⅱ

問い合わせ先

’

’| (企画第一課企画係）



赴任旅費及び研修旅費の支給について

1概要

判事補として採用されるに当たり，国家公務員等の旅費に関する法律（以下， 「旅費法」
という｡）に基づき， （旧）住居から司法研修所で行われる研修を経て,採用庁に着任する
までの旅費が赴任旅費及び研修旅費として採用庁から支給されます。

2提出していただく書類

上記旅費を支給するために提出していただく書類は以下のとおりです。

（1）赴任旅費等事前調査票（資料(1)） ・

添付の記載例を参考に必要事項を記載の上， 下
、
、

の宛先に郵送提出してください。

〒102-8651

東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所事務総局人事局任用課実施係

【留意点】

・ 「新住居」欄について，国設宿舎（省庁別宿舎又は合同宿舎）が指定されていない

等の理由で，本調査票作成時点では詳細な住所が不明な場合は，分かる範囲で記載し
てください（例えば,市区町村等)。

(2)赴任結果連絡票(記載例） （資料(2)） ．

添付の記載例を参考に必要事項を記載の上,司法研修所での研修を終えて，採用庁に
蓋廷後速生型亘同庁の担当部署に提出してください｡提出用の赴任結果連絡票は，採用
庁において交付されます。

【留意点】 ､

①赴任に伴い転居をしない場合には別紙様式第’を,転居をする場合には別紙様式第
2を提出してくださしY6

１
０
１
Ｊ
〆

ｰ凸一

② ）の走ト 運縫

壬階

一

簾（保安検彊

角〃、シし、や

住居を移転した職員
■

【全ての職員】
● ･ ■

”

●

世帯全員の住民票(X1jX2)

.【移転料の支給対象となる職員】 （※､3）
見積書（引越業者等3社以上）

領収書

その他書類（関係する疎明資料等）

国設宿舎に入居した職員 宿舎貸与承認書
｡ ①



〃

ノ

I

※1 転入届出の際の「住民となった日」については，通常は実際に新住居に入居

した日となるものと思われます。これより前に「住民となった日」を届け出る
必要がある場合には，人事局任用課実施係宛てお問い合わせください。

※2住民票は， マイナンパーの記載がなく ,世帯全員分が登載されたものを提出

してください（:マイナンバーの記載があるものは，ご提出されても受領できませ

空呈)b

※3移転料とばいわゆる引越代金のことです。別添の「移転料ハンドブック」

及び「移転料の支給に関するQ&A」を参照してください。内容に疑義がある

場合には,事前に人事局任用課実施係宛てお問い合わせください｡

※4職員とともに扶養親族が移転する場合には，扶養親族についての領収書等も

必要になります｡ ‘また,｢GOTOトラベル事業｣の利用をしないようにしてく

ださい。

※5マイレージボイント等の使用.加算をしないで航空チケットの購入手続を行

ってください。また, LCCや旅行代理店に支払う発券手数料は，航空券購入
に際して必然的に発生する費用であっても；原則として支給されません｡

※6領収書の代わりに，購入金額が判明する資料（例：インターネットでの購入
画面を印刷したもの等）でも可能です。

③赴任結果連絡票の赴任経路を記載する欄には， （旧）住居を出発してから，司法研修

所での研修等を経て採用庁へ着任するまでの旅程について， 日付や利用した交通機関

をできるだけ具体的に記載してください。

,一、
， 〉

その他の留意事項3

(1)赴任旅費及び研修旅費は，あくまで旅費法に基づいて計算した旅費を支給するもので

あり，当該旅行に要した費用が同法に規定された旅費として相当かという観点から計算，

支給されるものですから，必ずしも実際の旅行に要した費用の全額が支給されるもので
はありません｡

(2)採用庁に着任後,赴任旅費及び研修旅費について, SEABISというシステムを利

用して旅費を請求する必要があり,各旅費についてシステムを操作する必要があります。

システムの詳しい操作方法等は採用庁に着任後, ‘作業マニュアルを御確認いただき，御

不明な点は採用庁の旅費担当者に御相談ください。

(3)赴任のため，採用予定日である1月16日よりも前に住居を移転する場合，原則とし
て住居を移転する日は1月16日と近接した日である必要があり，近接した日でないと

赴任旅費が支給されない場合があります｡ ｢近接した日｣とは壬の住宕の移転が｢赴任
に伴う」ものと認められる合理的期間をいいます。

なお，早めに住居を移転すべき特段の事情がある場合や不明な点がある場合には､，人
事局任用課実施係宛てお問い合わせください｡

1

ノ
一

4 その他 ・

採用庁着任までの間に御不明な点がありましたら，人事局任用課実施係宛てお問い合わ
せください。

0

I

9



(資料(1)

赴任旅餐等事前調査票

令和2生1日 ロ作能

竺二里王室竺王雪 -型一望等竺一」、、
ノ
ノ

以下， 配入ください。

）

”

※その他，赴任するに当たって特配すべき事情がありましたら，具体的に配入してください。

①
所 属
予定庁

』

氏名

②現住所

8

巳

(最寄駅： ▲ - P線 駅）

司法研修所での
入寮の有無 口入寮 口通所

新住居へ移転
予定の有無

上配②から①ま
での移動の態様

□8.新任判事補研総中は上記②から通所し，研修終了後，②から①に移動する。
● f B

口b･上記②から司法研修所の寮に入寮し、新任判事補研修期間中，同寮に滞在する。

口研修終了後，上配の②に戻ることなく， ･直接，①に移動する。
』

口研修終了後一旦,上記②に戻った後,そこから①に移動する｡

ロC.その他（具体的に：

0 ，

）

新住居

、

(最寄駅：
ノ

線 駅）

糊
蝋

寺

ロ 自宅・借家ロ宿舎 ロその他．（ ）

同伴する
扶養親族 □なし （以下記入不要） ロ あり （以下記入すること）

氏名 ､生年月日 顧業 所得 統柄 備 考
4

、 イ

心 ↓



(資測1)）

【記載例】

届
。
．
．
に

－ ママ－

胃脇圓趣翻鋤鱈厚醗$ ’赴任旅費等事前鯛査票 1

1

－－－－

令和3年1月 日作成 、

－1
〆 －、

、

心任命予定日である1月
16日時点の居住地を記
入する。

⑬住民票の届出地では ，
なく,現実に居住している
住所を配入する。

~ー＝_ ノ
ー1 《
、 ≦‐

|騒名’氏名①零
属
定庁 ◇◇地方錦1所

甲野太郎／--
そ

毫乏二二二
○○ 駅）

○○県○○市○○町 123－456

○○

口通所

②現住所

(最寄駅 線
凸

司法研修所での
．入寮の有無 唾入寮

－

■ あり （以下記入すること）
新住居へ移転
･予定の有無 □なし （以下記入不要）

妙
以下， 唇へ錘涛繧壼ガKある方 記入ください。

‐

、
’
１
ノ

、
↓
〆

①

pa・新任判事補研修中は上記②から通所し，研修終了後，②から①に移動するる ・

ab.上記②から司法研修所の寮iこ入寮し､新任判獅研修期間中｡同寮に滞在する。
■研修終了後上記の②に戻ることなく，直接，①に移動するb 、 ．

□研修終了後，一旦，上記②に戻った後，そこから①に移動する。

Dc.その他（具体的に．

◇◇県◇◇市789－123

（最寄駅： ◇◇ 線 ◇◇ 駅）
き

、

上配②から①ま
での移動の態様

）

新住居

〕

同伴する
扶養観族

Q 4

□なし （以下記入不要） ■ あり （以下記入すること）

握
一
柵
一
柵
一

弓三
壱

琴
名
一
紺
一
Ⅷ

生年月日 慰蕊 ＝ ｜所雷か ■

無職 ’ 0H争蛾●傭●

H像馨.い● 前

職
学

無
．

鏡
二二コ

年

も

H g p g

、
Ｊ
ノ

I 【 i 、I ． I ‘ 子
B ， U Ⅱ I

’ I
t_令和3年'月から同年12月までの所得見込額を記入してください。

ーグ

や

遮その他,赴任するに当たって特配すべき事情がありましたら,･具体的に記入してください。

私は,，研修終了後宿舎入.居までの間はホテルに宿泊しますが 、

退去後宿舎入居までの間は妻の実家に宿泊する予定です。
妻と子は，現住居

、

I

／

、

』

Ｉ
ノ



(資料(2)） 【記載例】

(別紙第4）
【別紙様式第1】

(住居蝉の移転がない職員）

！』,令永3年， 月〃日’31

1
－■ 凸 ， 国 一 . &

赴任結果連絡票

塾■蕊刻＊卯浄

一一一一一一 －

ｉ
｜
Ｉ
’
一
：
鵬０

』

ｒ
’
一

一

雑

蛎
一
泊
園
口

録
一
輔
一
郭
一

○
｛
亭

一
刻

○
湖

Ｐ

Ｊ

ｌｇＱ

時
１
審
評
海
服
薩
』

１
Ｐ

・

皿

ｐ

●

●

1

リ

」
、

辞令鴇に記載されている号を記

入してください。
潅
蕊

、
伊

｜
|

､

1．異動前の旧任庁

･E-ノド

■

。

■

Ｈ

１

■

１

Ⅱ

Ｈ

Ｏ

Ｊ

８

■

０

■

、

。
1ー‐ 一一

’ 新任庁へ蒲任した日を記入してください。
ーヲ一雫雪一一

Zご~－1
Z

函悪行 ’った日を記入してください。

一
赴任の経過等2

菱
鴬 圖 gl

一一

口

一 一

I#';z: [: l 月 25 ~ B
日

－－－ －

月 25

経路の全区間におL
等(以下｢定期券等」

i

一命｡

① ､て,通勤のために購入した定期券,回数券またはバスカード
という)を利用したため,交通費の負担が鑑い。

（一一①の堀合には以下の棚の記入は不要です｡)1
zM: 1i a

躯 瀞

国② ①以外の場合
一→ －■－ 一－台一一一一一一七一

②の珊合には以下の欄も肥入 現住所を出発してから 司法研修所を軽て

新任庁に蒲任するまでの実際に雄行した

経路を具体的に記戦してください。

研修中入寮しなかった場合は.滞在地から
司濫研修所までの経闇も具体的に記鮫し
てください。

だﾞざ琶一 サ ー′繰貯亨
区 y凸 一一 、一一

１
１

ー●－－－－■一■一一－拝一一L ■一一一一一一一 - 一 一－－－－－－

1/18魂侭所→○○鰍○○欺→○○錦○○駁→○○バス○○停留所→
鮭窃修所

可

傷|肱鴎灘譜纐蕊橇黙認鱒OO鰹→××鯉F'O2』』『 一

ー

、

’3騨湖｡"｡｡蕊→翼×蘂→△△蕊△
経路において, Kし,驚き罐厩蚤涯熱?罰議i煎潅匡簡諏篭ろ遍割

×聖→△△錦△
ノ

△聖→□口独→新任方

’
こは,以下の堀に利用した区間派

を混入してください。

！〃罰零ﾈ･角“瞳郷利用区間 （

白 一一一■●一一一一一■ロー

‘ ”Ⅱ鯛鋤薩矧|利用区間（

一一

○○鯉○○戦～ロロ聖 ～館駁例～

「新幹線･はやぶさ｣. 「新幹線･ときj.
「新幹線･のぞみ｣ 「新幹線･ひか
り｣『新幹線･つばめ｣｡「特急･スー

パーおおぞら｣， 「特急･スーパー白

|鳥｣ 『特急.踊り子｣など

一

Ｊ
一
Ｊ

台
一
■

－－－

○○無口ロ聖～△△聖

一

※ 経路において， を利用し
つ一一

（

た区即哩翌劃玉座璽掘主壁副ﾕー

列車種別
一
Ｊ
一
・
’

一
．
一
醗
匡
一
一

一
雨く
一
有
一

副
□
一

畷 f 01 0･甲 剛一一.･一一一-－．.一一、---.．

座席指定の利用

譽毛等鶚嶺孟意蓋壼 |’
'蝿'瞬，､'”.鱒篭口鈩 、 チ
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(資料(2)）
【記載例】

(別紙第5）

【別紙様式第2】 ，

(住居等の移転がある職員）
r

“傘月囑I
早 ●一一－一

令争3年 ノ
一
町
一

一
７
－
２
一一

一
月
一

』

赴任結果連絡票

↑
‐
１
－
１
言
囎
一

一
一
一
一
’
一

一
一
妙

陸

一
一

一
》
一
一
↓
一
輔
一
輔
一

一
・
封

建Ｏ

》
一
噸
一

．
栽
○

房
Ｉ
一
ｒ
Ｌ

ｌ
名
庁
臓
寺
發
分
一

曾

薔
一

一
峠
脾
臓
種
；
嘱
吟
塵

１
．
可

I
一一

｣蕊纈灌祷いる号
、

1．現住段

‐璽露卿劉睡:毒冨叉肩唾填蒼一
その園のうちに入居した鳩合

i住居⑳区分 一応｣頂も厘入t壷で4麓さい,，

需譽薯二一-9--に菫二三室三三ミロ 画、－－ ． ，－．_一一一一___‐ ．ー、 1 ． －－－－－－-- .-------- ．_． ‐ I
一一一

マンションアパート等の名称．

棟番号などできるだけ詳しく書い
てください。

一
一
・
癖

一
、
’

一一
に
一

停圃・・

一

ｉ
ｊ

；〒123－4．567

値 所'○0条○○章○○二丁回3番4号2丁、宿舎301号壷
言

’－－－ ． ‐-. . ‐….－－
－一一‐T

i ○○oo
｜ ※以下住所を配入する欄は同榔

" o6~~"番(x綿'－－－－－|■寄駅
檸 ． _－－－塗一斑■■ 一－ 一一一一○－一 一も~ ■一一

所‘
＝一

~ご篭～旧住所2

露
～

一 与一一己 ､

｜
伊罵の厘分,且雪_.9_壁壷一_且崖_上？

〒891-0/23

僅 所|△△艦△△章△△三丁目4尋5号コーポ4町I01号室

’一一へ一一一一一“． I
雌題 圖令未3年 1 月 18 BI

‘、鵬儒互薮jヱニ‘哩怪霊睡

二二些雲篁竺雲ニュー興勵前の旧任庁

欝 名I
~w

までバスを利用する場合に

りのバス停等を書いて<ださ

※以下バス停欄は同根

霞1－巫
－一■ー■ F一一 二

一争

幣’

3

一

旅行を行った日を記入してください．

R~Z〆ご一

一

’ ’
’

､一

二髻睾
1．－－－－． ，．．．．－． ‐

赴任の経過等について
マ ﾏ T 一声一一一一■－－ ● ｰ一■■

爵 督 虜! 1 3月

新任庁 ’に靖任した日を記入してください‘，

＝=更一詞諺掌宇壱三霧 這毒f一一一一・一

目I駅

4

日
一

仏
一
一
月
一鰹鳶圓引 ！

－－■一一

□①掌辮罰鰯醐識縦溌髪藷躍離縦はバｽｶｰ
玖過I の｜

盛 繍｜ －①の鯛倉には零噸の以下の楓"入'ま不蕊です｡(『6』"下の聴入へ謹んで〈糖さい｡)，
’国②①以外の場合

一・ 一一 一一一一一一一一ヨ 旧住所を出
幕②の場合には以下の欄も陥入 ｜ 修所を経て

，- -~- j "実際に‐Tr－.~‐ ． ‐.~‐ －－ 一~~‐‐~－－‐ ‐．‐ “‘_…，

｜

I

三１１
。

旧住所を出

’

ノ

０
１
凸
■
■
０
■

発してから司法研
修所を経て新任庁に着任するま

での実際に旅行した経路を具体
的に記載してくださいざ
研修中入寮しなかった場合は
滞在地から司濫研悠所までの経

路も具体的に配鞍してくださいe
入寮中に外泊した噛合は‘外泊
日時,外治事由及び宿泊堀所を
肥戦してください。

|#|蝋::駕鰯鰯鴛｡…･…~副…路
ll/2I司催窃修対→○○バス○○傍啄対→○○錦○○聖→××駅→○○ホテルく
’)/22○○ホテル→○○錦○○座→××虫→新侭居
／/25新位居→○○錦○○駅～××駁→新任方 ． ．

１
１

１
１
〆

&･』

ハ

|蕊儲轍意ICｶｰド議渥I蕊測需詞扇嘩冨藺頭諏薔…蒄漁…牽職雀億xl
(_‐ ‐
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(資料(2)） 【記載例】
Ｉ

一■－－口－－－ ー－－■一一一色一一一一 一 一■－－■ 一 一凸一

１
１
１

ゴ顯墓‘‘”
毒鵡鮮零櫛陽の侭間'利用区間 （ ）

鯛扇鑑総;雛鐺壹鵠灘禦雲り”と割『……
ICガード誹篇の，

軽蕗庭翫琵； 線･とき｣． 「新幹綴･のぞみ｣．※経蕗臆おr可ぞ;薔誘遍下蕊
も妃入してください｡(高速パスを利

列車種別（

｢新幹線･ひかり』『新幹線,つ

ばめ｣． 『特急･スーパーおお

ぞら｣， 「特急･スーパー白鳥」

｢特急･踊り子｣など

上妃経路で複数の特急を利

用した場合は.利用した日付

け及び区間をそれぞれ明記し

てください鱈

航空機を利用した場合も同様

です。

－－－－－~－－－; ＝1

「

鉦幹紺脅剥蹄一一産庶指定の利用羽Z 一一

一
！
「
、
Ｊ

一
一
華

一
℃
一
斗
一

一
焦
一
無

一
口
一
口

ロ
ー
ロ
一

一
一
一

有
一

遠
因
一

用利の
の
》

定
車
一
・

…
一
幸
一
御
一

指野ゞ
・
‐
輔制擬窒賦

那
０
，
ｔ
ｌ
ｌ
Ｂ
Ｏ
Ｈ

、_ __ .-.-.-.----

'いては,配戦不要です。 ’－－
I Iぞ“他科編I 「－－」 －－－－ ‐

｜グﾘｰｼ車については｡賜轆不雲です。
l 『 、 ． ‐ －－

雛駈におI姪I些屋璽壁型i厘設宿舎]で『麺…－－

§鏡薑目:鶏::駕競鴛獺麓麓

－ー－－ー ’●

ついて
一一L二 一一一一一竜

5

- ’ -玉
一.

一一一■一■●

一一一一一一一. ｡…一 一1

も妃入鼎②の堀合には次の欄も妃入
医 学一一 由一 一一一一一→一 一P ﾛ一一一一一一■ 一一一一一口 ■■一一今

1口,前入居者が未退去であったため,入居できなかった。

I循箔雷蕊した率総|屋原状回復等のｴ事中であったため,入唐できなかった。
1口その他 （

ー

１
１
」~）

I

） ｜グ

ー ‐ ,.‘ .‐ I

赴廷1昌佳い聡眉する家族･親族におけ量冒遼公務員の有鐘劃
6

皇甦堅=生＝ミミ乏苧＝=＝ニニゴーー
－－－

画無

直｣－
口 ロ裁判所職員である。

（氏 名 ；

．（所属庁 ：

官 職 ノ 『

言=1
所属庁(異動した場合には異動後の所属
庁)に係る発令年月日を記入してください．

・発 令
年月日

級・号

務員である。

官 職

発 令

年月日

級、 ・号

Ｉ
Ｆ

睡母腱与い嘩
了尋鈩鯵'醗戴
おける興ず公聴
の 弓

暦
に
負
罷

嘩
鉱
騒

，俸給表等
I区 分 」

一口裁判所職員以外の国家公

（氏名：

（所属庁 ：

ｏ

Ｕ

Ｉ

Ｈ

Ⅱ

Ｕ

０

Ｂ

９

２

４

ｊ

ｂ

や

、

足

■

■

ｑ

０

Ｄ

９

ａ

１

Ｇ

伊

１

４

．

１

４

り

０

１

８

召

■

・

ｊ
ｊ
ｊ

１
１
Ⅱ
１
１
Ⅱ
０
０
Ｉ
８
Ｉ
１
９
ｈ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｇ
９
、
２
８
甲
ｆ
Ｕ
－

｜
P

1

i
f

(富給表葛
－~一ーも一一一○ｰや可 仔巴一＜＝

赴任に鍵》転居する技養恩態･瞳偲態．ごある塚族 親族力いる鑓倉r
7

=一二＝二二一－－－ 一旦一J
任に伴い転居する扶護頴族がいる

■

合に回答してください。悪三壱1f壷繋蚤…旧住所で同居していた

1壁所堕居l垂雪庖時期に現住所に転居言､ヘー、ヘーー旧住所で同居しておらず’同時期に現住所に転居一・Dへ

赴
墹

Ｆ
１
胆

扶餐覇族
膳億秋

との
溌

－

1
ノ

扶養親族が鍾敷人で,居住状
況がAからDの裡数に肢当す

る墹合には,該当するもののい

ずれにも煽〈チェック>をし.各

扶養親族についてAからDの各

槻に記入してください．

１
１
１
’
せ、

I

|" 塞壼塞 睾偽売差繍急
“ ,…履隷売誕調震樋下麟,蕊…"雷諏雷蘂罰扇圃寵爾議謬諏脅iﾐ…｜
｜ ’ の欄も配入して<ださ壁｡<高淫'i系を利思蛙堀合には｢その他利用｣欄に配入してください6）

' ！ ＆溺墓閲童匪雪一一丁砺雨（ －－－~可1． （列車種別． （

(○O県○○市○○町0-O)"

ーやｰ 二一一一凸■ ー＝一一一一■一一

ﾛq 。

． （列車種別． （ ）

警鯵對鱒爵一一一座席

５ＬｊＩＩＩＩⅡ■

口
【本記載例】

＜扶養親族＞（2名）

配偶者.子(6歳未満）

＜転居形態＞

旧住居退去後．臓員は司法研

修所の寮ホテルを経て]月22

日に新住居に入居したが配

偶者と子は配偶者の実家に滞

在した後の同日に新住居に入

居した。

指定の利用

癖 利 用I
ｈ
９
Ｆ
１
ｄ
０
■
９
日
■
Ｉ
且
■
１
日
甲

盲.___--.------‐‐旦宣二二二二一亘亙二雪一一
！ 空港 〉鰄空桧利用利用区間 （ 空港～

屯一一ギーーロ 巳一一一 一一■－－面｡一一 一◆－－■－ q －－F--ニ ー ーーー一 一 一

｜その龍利帛
－－－ 一

I
Ｉ
１
ｌ
ｌ

Ｐ
ｊｂ

丘
９
ケ
■
８
も
Ｏ
ｎ
ｃ
ｒ
■

－ ■－－－F■一

）
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(資料(2)）
【記載例】

１
１
ト
ー

B

躍悪"""-
i住居の区分口自宅
！ －． 4－．－ 一． 、-.-.

|騨撫
一一.■■､－－－‘－．－．－

試誕殺戯のi
F

｜新住醗
．､- 4－－．--.‐ ．－．

陣寄駅i‐ ： ‐－－

鱈讃競蕨窒

－

『
”
州
－
，
１

噸
一
一

潤乗
一
一
”
》
一

両
塁
・
一

人

l
l

p

一三

一 万 一口一一一一

一一ｰ－－ 一

”
所線に

.

線

－今一一一一

駅臓番バス停'－－~鳶

蕊経霞に翫完ｱｰ害壷1軍睡下溺哀泌憲厩界而菱諏関蕊…葡転恵蕩吾辰蔭頑〒
の欄も肥入匹生塾巡高璽i乙遡里墜蝿【廻蝿迦唾3入し琶這茜§） ‐ ‐‐

可

一

）
く

一
用

拙
尋

く３種
一
癖
一
Ｆ

線
用
幹瓢
利

念轆
〃
的

‘

１
・
’
一
一
一
一

燕
堕

一
一
一

一
口
ロ
一一

割
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壷3社分の見積唇(内訳で対象外経費を区別できるもの）
②3社未満し力境積雷を取得できなかつだが,業者砿く検索した上で,依頼した場合
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※理由害については,最低限の実寅であることを裏付けるために行った引越拳者への照会等(日時．
業者名･担当者名･鍛先･回答内需)を明鴎する。

I""宅配便を謬り用する場合．
壷引越業者へ依頼するよりも安価であることが判断できる資料

i '，潮:ジf: 自家用車･ﾚﾝﾀｶ全等を利用ずる場合．
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Z･移転に要した経麓についての領収雷：
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（閏領収雷がない費用については原則として支給することができません。やむを得ない事情により領
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はじめに(移転料支給のポイント）

旅行者が着任までの段階で行うべきこと

移転料の支給を受けるために必要な書類

赴任旅費事務担当者による提出書類の確認事項
対象外経費とは

対象外経費の確認について

宅配便･自家用車等で引越しする場合の留意点

引越業者の検索方法について

(参考)旅費法における移転料の定額の目安
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「移転料ハンドブック｣は,移転料の支給に関する基本的な考え方等を整理したものです。
支給される移転料は,赴任に伴う住居所の移転に要する最低限の実費であり,個別具体
的な事案によっては,本ハンFブックの記載のとおりに支給されないこともありますので,本
ハンドブックに加え, ｢移転料の支給に関するQ&A｣の内容をよく確認してください。
その他不明な点が生じた場合には,赴任旅費事務担当者に問い合わせてください。
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引越業者と契約する場合には;S社以上から内訳の分かる見積書を取得し,
見積書を取得した業者の中から契約する必要があります｡s社以上の見積金額
のうち,最安価(対象外経費を除く)な業者の見積額が支給されることになります。
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移転料は,旧住所から新住所への引越費用が支給対象となります｡そのため，
旧住所以外の場所から荷物を送る場合の経費新住所以外の場所へ荷物を送
る場合の経費は原則として支給対象外となります｡
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☆綾養親濃稽懲懲い者慧禽識葛職震編鋤醗綴い
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赴任に伴う引越しに際し,-扶養親族ではない者が含まれている場合,引越業
者作成の見積書等により,職員本人分(扶養親族分含む)の引越代金が合理的
に切り分Iﾅられるときにば,その実費を支給し,合理的な切り分けが困難なとき
には,全体の実費に一定の割合(※)を乗じた額が支給されます。

※扶養親族,扶養親族でない者の人数に応じて異なります。
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入手してください｡)･d

l ｡ ‘社には同じ条件(荷物内容引越日等)で見積依頼をしてください｡ただし繁忙期等
| ‐， で同一の引越日による見積書が取得できない場合は,近接した引越日の見積書とな

ることもやむを得ません。

〃

①

’内示
が

夕

ロ

「

Ｌ
一

ー

パターンB宅避便を利用する場合

出
－

・ 引越業者へ依頼するよりも安価であることが判断できる資料を用意してください(=p
ll｢宅配便倉自家用車等で引越しする場合の留意点｣)｡

〆

J h －

臼

ﾝシダ兇1－等筌利用する場

■

F

％

冒
祠ｊ家謹目 医司
■■■.＝

ロ臣

舎
一

グ ダ 。

・ レンタカー代金について,借入期間車
料を用意してください(=今pll｢宅配便。

種｡オプションが最低限であると判断できる資
自家用車等で引越しする場合の留意点｣)。I 一

3～
】

一
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旅行者が清任までの段階で行うべきこと②
ー－－

一一－一

７
，
１
１
１
１
Ｌ IパターンA薯’趣業者へ依頼する場合

ー

｡実際に業者へ依頼して,移転を行います。

※①の際に見積りを取得した業者のうち,最安価(＝対象外経費を除いた金額)の業
者へ依頼した場合にば，その見積額が支給対象どなりますが,､それ以外の業者へ

噌雰窪蕩手 瀞碧蜜瀦蜑ﾂ蕊鰯雲雲訓艤
協議の対象となります｡

･移転が終了した際に発行される領収書を確実に受領してください。
･その他,移転に際して発生した資材類の領収書があれば,それも保存してください。

一

②
発
令

』

パターンB宅配便を利用する場合
一一

｡伝票やレシートなど宅配便を利用した金額,依頼者,送付先,送付元依頼日及び発
送個数等が分かるものを保存してください｡

一

■膨
弔

一
一
葬
酔

．． ‐両

場
■
一
心

■
・
車 ＝ソ鹿家

一
一
一 喉1

L－戸

旬
一
嘩
売 等喜

今
画

‘ 1メー‐〃’ 廼1－

’
。実際に利用した高速道路料金,ガソリン代の領収書を保存してください。

｡レンタカー代金の利用内訳(借入期間｡車種｡オプションなど)の分かる領収書を保存
してください。 旦

4
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旅行者が着任雲での段階で行うべきこと③
ー一一三一一－

－

一一』 一一一一一→

パターンA琴|鐘業者へ依頼する場合
■一

｡①｡②で取得した内訳の分かる見積書｡領収書を用意してください。
－

一〆

｡資料に基づき移転料精算金額確認書を作成し,見積書,領収書とともに赴
任旅費事務担当者に提出してください。

戸

－‐一・

’
③
着
任
後

一・

パターンB 宅礎便を利用する錫合
－

、 ①｡②で用意した資料を用意してください。
一

･資料に基づき移転料精算金額確認書を作成し,資料とともに赴任旅費事務、

担当者に提出してください。１
１

～

－百一一 一一 一 一一一 一

､衿‘ ‐ ’ ． 薑閉鵲皐1 －， ，』'中画 篝浄.膿!'罠冒'でさ；易二

・①｡②で用意した資料｡領収書を用意してください。

口
｡資料に基づき移転料精算金額確認書を作成し,資料(日時,走行経路,走
行距離これに対応するガソIノン消費量(代金),積み込んだ荷物の内容等
を記載した理由書を含む｡)とともに赴任旅費事務担当者に提出してくださ
い。

学

5
一

〉



１
１
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1
，

ー

＝

蓬霊支給を受鰄るために必要な書類
1・当該移転に要する最低限の実費であることを証明する資料
fで…引越業者へ依頼する場合
①3社から見積書を取得し’引越業者へ依頼した場合

壷3社分の見積書（内訳で対象ﾀ鵬費を区別できるもの）

②3社未満しか見積書を取得できなかったが，業者を広く検索した上で，依頼した場合
零取得できた見積書,メタｻｰﾁｻｲﾄの検索結果画面(検索結果等をプリントアウトしたもの） ，
理由書など

※理由書については，最低限の実費であることを裏付けるために行った引越業者への照会等（日時．
業者名・担当者名・連絡先･回答内容等）を明記する。

'了感霊夢宅配便を利用する場合
守引越業者八依頼するよりも安価であることが判断できる資料
〔ﾐ《=::〃自家用車･ﾚﾝﾀｶｰ等を矛胴する場合
母高速道路料金・ガソリン代が社会通念上相当であると分かる資料

レンタカー代金について，借入期間も車種・オプションが最低限であると分かる資料

2．移転に要した経費についての領収書

業者からの領収書，レンタカー代等の領収書等

（注）領収書がない費用については原則として支給することができません。やむを得ない事|青により領
収書を提出できない場合であっても，定額を支給するということではなく，旅行者から理由書等
の提出を受けた上で支給を検討することになります。

3。移転料精算金額確認害

1 ．2の資料に墓づき内訳の内容をチエックし,最安価な業者へ依頼した場合の額を上限として支給する
ために，旅行者自身が作成を行う。

6
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－ノ

l

~－三

赴任旅費事務担当署による提出書類の確認事項
一

、

、

一

○移転料支給に必要な①見積書等｡②領収書｡③移転料精算金額確認
書の3点の提出を確認します。

一

○①～③の書類の記載内容について内容の整合性や対象外経費の有
無等を確認します｡特に,支給対象経費や｢最も安価な業者の最も安
価なプラン｣によるものであるかについて十分に確認します。

○①．②のいずれか又は両方の提出がない場合(提出された見積書が
s社分に満たない場合を含む｡）は,旅行者から理由書等の提出を受
けた上で,支給を検討することになります。

7
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対象外繼費と鯰
ヘ

L
ー‐｡

二刀口云
冒塞昌

I 8
一 －－－■

○

○ &雪ァ／・雲布行晶．骨這置晶． 〆＜ツト． ＊直木のよう『二・
な仔耆女子の弓重し､毛のをう重搬等弓~る個祭の量皀ｶﾛ費用

ｲ固人白勺遜璽ﾛ未で大琴型のもの弍与掴人白勺

○ 自雪ご用車， ガーーートクミイ等をう菫1般等菅一る隠崇の立皀力口費用

○
~匡筆・塞痙=I=1系る員屋力口塞用（洗濯磯,テレビ等の設置費用）

莞≦ ・ニエアP二二一，ガヱ暑号具の潜月兇寶用（エフテコニ／ププｽ補充費月弓琴を‐除く－）
支諦合対象とする。 ．

I=つし、‐てI主．

○ 薑蒙皇 今 家電等の貝薄入蚕雲乙〆レニ〆タノレ米斗
4 ‐

…○ 孑言舎等仙参琉善蜜（〃、ウスクリーーニ邑二〆グ震等のj軍斗犬匝。謹費月ﾖを君含乏丘。）

f

○

■

毒ﾐ電リサイクノレ費月ヨ

○． 司宝用品，司竜雲晶， 米且大こずみE．』I又費用
｡ ●

○ 荷斗勿を一日寺保管す－る｡湯合のﾐ皀力口費月弓

○

后司

錘金。ネL今． ｲ中ブY-寺三数半斗等〈民間章貸ｲ主雪筐等ﾝ～入居する際の初其月費用〉

○ 民間刮蓋貸物ｲ牛の下見'二力､力､る費用
● 沼

○ 友人等の弓三ｲ云し､害デーの冨射ネし蕊び食事f篭

○
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対象外経費の確認について①
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対象外経費の確認について②
【公益社団法人全日本ドﾗﾂｸ協会作成｢標準見積書様式｣抜粋】
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宅配便｡自家慮車等で引越しする撮合の留意点 ｒ

－－－

|勇郵菫
■ 一マ ー甲一一 一

、

’で酬鋤些巻論う湯喬繊書蕊満
一

ｰ■ー■＝ －－ヨヨ ←

－

－－

｜ ・少数の段ボールを宅配便で送るなど,明らかに引越業者へ委託するよりも安価になる場合には，弓l越業者との
‘比較は不要です。

零領収書は実費を支給する際に必要ですのでノ旅行者は確実に保管の上,提出してください6
．－方で，荷物量が多く，送料が高額になる場合には，引越業者の相場と比較してより安価であることを示すこ
とが必要です。
iこ"､必麦C9o
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自家周欝溺I"l"篭編鵜念⑳霧溌漁

－1 ■－つロ ー－
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■

I

■－ 国 一W －＝一一

－屋一

。自家用車等による引越しは，ガソリン代，高選営洛利用料等が実費で支給されます。
・明らかに引越業者へ委託するよりも安価になる場合にば,引進喋者との比較は不要です。

°ただし，社会通念上不適当な請求に対しては，一部又は全額が支給できない場合がありますのでご留意ください。
（例1）レンタカーを借りる場合，引越しに適さない車種を高額で借りた場合

(例2）ﾚﾝﾀｶｰを使って,私事旅行を行った場合(必要以上に皇くレンタルした場合）
（例3）自家用車を利用する場合，引越し以外の日常生活でガソリンを消費した状態で満タンまで給油:し，全額｜
の請求を行った場合

（例4）明らかに経済的な経路ではない高速道路利用料が含まれている場合

、(例5)通常引越しに必要としない不用なレンタカーのオプションサービスを含んで請求があった場合

（例6）荷物の運搬に複数回の往復が必要な場合であって,引越し業者の相場よりも高額となる場合
．かかった経費について,請求を行う際は制嗜が必ず必要となりますので,旅行者は確実に保管の上'提出し
てください。
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引越業者の検索方法について
『マー－T －L－

．‘-，”一,－－－ －－ でデー一

戸一ﾛ■■■ワ ーー吟一一一ーし一寺P＝宝F ■－－

1｡鯨捗二手縦rM蜘鬮
－－ー－－一一ー一 一e 間一＝＝－－ . .- . 』 』

－－ー写－－ーーアー 凸 翰一

○引越しメタサーチサイ隈とは,希望日や荷物舅等を一度入力するだけで多くの業者から概算
の見積りが取れる『引越業者紹介ｻｲﾄ」です6登録をすると,提携業者かち概算の見積り
／が提示され'その後直接業者とやり取りをして実地等の見積りを行います｡

ノ

| 引越しﾒﾀザｰﾁｻｲﾄ ， 検索 click
ー一一＝－－垂一

一

i塾蕊讃組菅等⑲劉副聯壼繊鰯翻煽
4－一＝一二 巳早和弓一rT－－－

’
○各共済組合の厚生事業等において，弓|越業者のらくらくお見積りサービスや組合員価格での
引越しが行える場合があります｡詳細は所属の共済事務担当者等にお尋ねください。

■
■
且
■
Ⅱ
ロ
ー
Ｊ
Ⅱ
■
日
１
１

－一一一一一■← 一一hヰー－－－~一PXマーロ言 ‘

夕一一・ 一一一 =一一

’諺｡割i鍛心尋=雪参制磁引鍾涛慧鰭優良認憲制瞳胸雛菖藷⑳利鬮

O公益社団法人全日本トラック協会H･Pにおいて,安全｡安心な引越サービスを提供すると全
日本トラック協会が認めた引越事業者を,引越優良事業者として認定し,該当事業者には優
-霊~良事業者の証として渭|越安心マーク」が交付した業者のリストを紹介しています｡
http://www・ita｡o"p/WsCZhikkoshianshWhikkoshianShin rnark謬鵬|f2019｡html

‐C 早 寸 埠 一『 凸 己哩.ーF 今■L －し訂一三函一一一呂一

－－－．＝－－ロー~一一三F一'一一画一一
ー ■■一一一 ■ q B－■■一■一一口三一一

’
一
」
一

4個人事第室等⑳利鬮

O個人事業主で構成される組合などに依頼した場合，対応可能な個人事業主を紹介してもらえ
るサービスもあります。

12
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J/、_〆

＜参考>旅費法における移転料の定額の目安
利一

一 一＝ ロ

一支 一 ‐ －‐ - －．

－

国家公務員等の旅費に関する法律における移転料の定額の目安（同法第23条参考）
1赴任の際,扶養親族を移転する場合には, |日在勤地から新在勤地までの路程に応じた
定額表記載の金額

2赴任の際,扶養親族を癒しない場合には, ’の2分の'の金額
3赴任の際,扶養親族を移転しないが折赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養
親族を移転する場合には,2に規定する額に相当する金額

、

|懸垂感
一一一 ~ ■一一､一一一一言~－－

－ F ■ 一

【定額表】

鉄道
’100km以上-|50km以上 300km以上 500km以上 1D00km以上 1500km以上 2DDOkm以上

『

区分 50km未漏 100km未矯 300km未漏 500km未矯 1000km未満 1500km未浩 2000km未満
■

一

指定職の職務又は7級以上の職務にある者

判事

判事補6号以上

一

126jOOO 144,000 OI220,000 292,000 306jOOO 328,000 381,000
B函G巳｡●“CO命■韓西●9－●96ローニニ邑弓二

R I D 8 1 『

簡裁判事11号以上 〆

｡ ■ R ■ ■ ■

6級以下4級以上の職務にある者6級以下4級以上の職務にある者
－

l ‐ 1 1 1

24aoOOl 261,0001 27"OO| 324jaOO261,0001 279,000 324POO
判事補7号以下

簡裁判事12号以下

判事補7号以下

簡裁判事12号以下

107'000 12aOOO 152,000 187,000l 2

一

一

8級以下の職務にある者 93,000 107,000 132,000 163,0001 216,000 227,000 2431000 282,000

(円）
※【定額表】は国家公務員等の旅費に閨する法律別表第1の二を参考に作成したもの
※路程の計算については,･水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

､13
、
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移転料の支給に関するQ&A

(Ver.3.0)
f

､

ノ

､

Ｌ

』

0

一

、
ノ
一

に

『

令和2年12月

最高裁判所事務総局人事局総務課

最高裁判所事務総局経理局監査課
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働篭

' ’
移転料とは何か。

－■－－

~=）

実葦が法定額を上回る塙合に,実費額ま
で増額して支給できる根拠は何か。

）

1
【

f

l

u

｜
I
1

別添『対象外経愛』のとおりである。

↓密室
ー｡一一■－

法定額の3倍を算出するに当たっては,同運用方針に定める加算は行わない。 I
実費が法定額の3倍を超える場合は,財務大臣と別途協議の上,個別に判断
することになる。

一一●一一－

《

イ

1

１

－
．
１

』

１
－

9

1

区分

一I

1

恥

1

･テ〆・マ

運用内容等

1

1

3

4

運用内容等

－－－

運用内容等

い－－

令和2年3月22日以前の異動等におけ
る移転料の取扱いはどのような内容で
あったか。

－－

令和2年3月23日以降の異動等におけ
る移転料の取扱いはどのような内容か。

”｡

一－一－

1 5 運用内容等 旅費法第46条第2項に基づく.旅費の増額鯛整である。

ロ

－

0

6

7

運用内容等

運用内容等

‐一

１
１

’

一

実喪が法定額を下回る場合に‘実費額ま
で減額して支給できる根拠は何か。

b

ー

実費が法定額の3倍を超える場合はIど
のように取り扱おれるのか。

一 一

旅蕊法第46条第1項に基づく,旅費の斌額鯛整である｡． ’

－

財務大臣と別途協厳の上,個別に判断することになる。

8

2 運用内容等 移転料の法定額とは何か。

．'異動発令日後の赴任に伴う転居のため，
’内示後,異動発令日前に家財道具等を

運用内容簿 旧住居から搬出し,新住居に搬入する作
業を行づた場合には,移転料の支給の対
象となるか。

｜対象外経貴について説明してもらいた運用内容等
い・

－

一垂一一

回瞥 ．

赴任の際に支給される赴任旅菱のうち｡赴任に伴い住所又は居所の移転を行う
場合に,家財道具の移転費用等を賄うために支給される旅壁であるも

旅覺法第23条に定められた移転料の額をいう｡旧在勤地から新在勤地までの
路程等に応じた額とされている(同法別表第1の二)。

旅盈迭箪23条に定められた定額(法定額)が支給されていた。

●

ただし,実賛が法定額の3倍を超える場合は‘財務大臣と別途協議の上,個別
に判断することになる｡実畳が法定額を下回る塙合についても‘法定額ではなく
実費を支給する。
※引越業者に依頼する場合＝最安価(対象外軽量を除く)な業者の見穣額を支
給することになる。

ノ

赴任に伴う転居のためであれば,原則として移転料の支給の対象となる｡ただ
し,異動発令日より相当期間前に作業を実施する場合(※)には,担当部署に連
絡してもらいたい｡．
※例4月1日発令予定→3月中旬搬出作案

虹

－唾 一一一▲一一L a

旅畳法第2条第1項
第7号,第6条第9項

'

｢国家公務員等の旅
費に関する法律にお
ける移転料の定額の
目安｣(参考）

－ －－

③
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移転料の支給

－－ ■

’鰯間

一=一一 一

回警

一一.一 一 告一 一一一 一一一一一一一一一一一一一一一

一一一

◎引越業者と契約する場合には, .3社以上から内訳の分かる見穣害を取得し，
見穂書を取得した業者の中から契約する必要がある。

◎見租書を取得した業者のうち‘契約した業者から』支払額を証明できる領収
書等を受領し,3社以上の見積雷,移転料蒲算金額確露書及びその他の必要
書類と併せて提出する必要がある。

を受けるために必要な要件
は何か。 ．

3社以上の見秋額のうち,最安価(対象外経撹を除く)な業者の見積額が支給さ
れる(※)。
なお,最安価(対象外経費を除く>な業者の見積額が移転料の法定額の3倍を
超える場合はl｡i財務大臣と別途樋議の上,個別に判断することになる。21鱸看琴1馬す 支給される移転料は,契約業者の見積金額となるのか。
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戸

－－－－■ー－－－－

、
１
ノ

引越業者を指定することはないため,職員において選定してよい。引越業者を利用す
る堤合 見菰りを依頼する引越蕊着は‘指定され’るのか。 ．

2 3 1

|職繍霧蕊裡蕊鶏淵に当たっては･職員において可能
＝－－＝一一一

3社以上の見積額を比較ずるため,見頼りの前提となる条件は可能な限り統一
してもらう必要がある｡なお,繁忙期等で同一の引越日によることができない場
合は.近接した引越日の見譲りとなることもやむを得ない。

2141鱸看を利用す 3社以上とも同じ条件(見積内容,引越日等)で見積りを依頼する必要があるか。

実費が法定額を下回る場合であっても，
移転料の支給要件として,3社以上の見積書が必要であることから,実賓が法3社以上の見積祷を提出する必要がある
定額を下回る場合であっても提出を求めることとなる。のか。

識這撫麗臓塞患為｜
のか。 ，

引越業者
る場合

一

I ，

契約業者の見積書に加えて,2社以上から見積書を取得する必要がある｡なB社以上の見積書を取得する以前に(す
お,この場合;移転料としては,3社以上の見積書の中で最安価(対象外経喪をでに見積書を取得した)引越業者と契約し
除く)な業者の見積額が支給される。た場合,さらに見菰害を取得する必要が

あるのか。 なお,最安価〈対象外経費を除く,)な業者の見積額が法定額の3倍を超える塙合
は,財務大臣と別途協溌の上.個別に判断することになる。

2

､

__ノ
I

－

見積番を取得していない引越薬賓と契約|蕊灘雛繰謹雛澆繍たい。してもよいか。
2
L

ノ

－哩竺一ー

’

見積書の様｜
書の内訳ば
あるのか。

引越業者を利用す
る場合 ．

218

－← 一一一一－－－

|
－－－－－－ ÷一一一口． ，、可一 国

引越業者を利用す
'9 引越業者が見積書を作成してくれない。る場合

国土交通省において,消愛者保腫対策として標準引越運送約款を定めており‘ ｜
ほとんどの運送業者がこれを適用している｡同約款では運賃等の合計額及びそi
の内訳を記戦した見積書を作成することが明記されているため,引越業者に対1

L
|'|・漁……|雷'趣業寄”
| ｜ ｜－｜ －

し,約款の内容を確露の上,見積書の作成を依頼してもらいたい。
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引越業者を利用1
る場合

上が分からない｡また,見積
『の程度を記戦する必要が
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'’ ''21耀看を利属す|雷舗蕊職蕊鑪皇調ミ2
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一、

メタサーチサイトを通じて見積りを依頼し
引越業者を利用すた引越菓者からメールで回答を受領した13
る堤合 ． ． 場合には,同メールは見菰書として取り

扱われるのか。

2

原則として3社以上の見積書を提出する必要がある。
単身パｯｸ(※)で引越しをする場合に なお‘依頼した引越業者については見積書(｢単身バｯｸjである旨が明記され
は,3社以上の見積書を提出する必要が ている必要がある｡)は必要であるが,その他の引越業者(2社以上)について
あるのか。 は,ｳｪブｻｲﾄ等に単身バックの定額料金が公表されている場合には,当骸※決まったサイズのコンテナボックス等に舐んでバツ

定額料金表に加え.依頓する家財道具の量を前提とした引越代金等を群し<晩キングする単身老向けの引越しサービス
明した理由書を提出することでも足りる。

、
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国土交通省において,消長者保霞対策として棉準引越運送約飲を定めており，
ほとんどの運送業者がこれを適用している｡同約軟では運賃等の合計額及びそ
の内訳を肥戦した見積客を作成することが明記されているため,引越業者に対
し,約献の内容を確露の上｡内訳の分かる見穂書の作成を依頼してもらいた
い。

やむを得ず内訳を記域した見菰害を取得できなかった塙合には,電篭等によ
り,見積書と同等の内訳を麓取した上で,その内容(日時,業者名,担当者名，
連絡先,回答内容等)を理由書に記戦して提出する必要がある。 ‘

－－一

必要事項の配賊があれば見穣番として取り扱う。 、

）

』 ｡

見菰書は;一般的には実地による見菰害が想定されるが,引越業者が実地の
見積りを行わない等の事情がある場合には,必要な内訳が記載されていれば
実地によらない見譲りでも足りる。

、

移賑料ﾊﾝドブヅｸ9頁に掲餓された見積岳様式と同程度の見積り内容であれ
ば,必ずしも様式は問わなL,。
ただし,指定日時の記載のないもの,運殿する荷物が網羅的に記載されていな
いもの‘最も安価なプﾗﾝであることが明らかでないもの等については.追加で
確潔を依頼してもらうことになる。

2 16
引越業者を利用す
る場合

2 14
引越業者を利用す
る場合

、

2 15

－－

者を利用す

８

１

引越業者が見積りに応じてくれない等と
しYつた事情により,3社以上の見積書を
取得できない場合には,どうすればよい
のか。

取得できた分の見積書,メタサーチザイトによる検索結果画面(検索結果等をプ
ﾘﾝﾄアウトしたもの篭),理由毎等を提出する必要がある。
理由蚕には,メタｻｰﾁｻｲﾄの検索結果画面等に表示された引越業者に対す
る照会等の内容(日時,業者名,担当者名,，連絡先,見積額等の詳しい回答内
容等)を記賊した上で,見積内容が最も安価なプランであればその旨を,そうで
なければ最も安価なプﾗﾝの金額を引越業者に確露することで,最低限の実費
であることを明らかにする必要がある｡．
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見積額〈総額)から値引きが行われた場
合には,値引額はどのように取り扱われ
るのか。 』 ．鱸…I

支給対象経覺と支給対象外経受で割引額を按分し,支給対象額を算出すること
になる。

2118

対象外経畏を含んだ引越代金に掛かる
消蕊税はどのように取り扱われるのか。

引越業者を利用す
る場合

支給対象経受と支給対象外経輩の割合で消黄税を按分し,支給対象額を算出
することになる。 ．

2 il9

領収書は(実際に支払った)支払代金が記戦されたものを提出する必要があ
る。 ・
国土交通省において;消費者保霞対策として標準引越約歌を定めており,｡ほと
んどの運送業者がこれを適用している｡同約款では見穣りを行った後に作業内
容に変更が生じた場合は，当該変更に応じて蒲求寄(見積書が諸求害と兼ねた
書式となっている場合は,見菰書｡以下同じd)に所要の修正を行うことが明妃さ
れている｡従って,基本的に鯖求書と領収書の金額は一致する蓮とになる｡！
しかし,見菰り後に変更が生じ.請求書と領収書の金額が一致しない塙合に
は,鯖求毎と領収書の金額の乖離についてどのような経浸の変更によるものか
を確埋できる資料(具体的に事情を記駁した理由害等)を提出する必要がある。
なお,見積害の内容に変更が生じた場合について,他社の見稜書の取り直しま
で求めるものではない。 ！

見積りの時点で予定しなかった荷物を追
加したところ,別途費用が追加されたた
め,見菰額を超えた引越代金を支払った
場合には, (従前取得した見積書に加え）
見積額より増額された支払代金が記域さ
れた領収襟を提出すればよいか。|”

引越業者を利用す
る場合．

2

一一へ
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原則として,厳員本人名譲で取得した見積書の原本を提出する必要があるが，
職員本人名綾の見積書を取得できない場合には.そのやむを得ない事情等を
罷載した理由害を提出する必要がある。

2

2

画
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荷造,荷解に係る追加受用については,引越業者によって,見積書中の配戦ぶ
りが異なるため｡（付帯サービスとして見積毎でその内訳が明らかにされている
場合を除き)同追加費用について引越業者から説明を受けた内容(見稜書中の
対象となる項目と金額)を記戦した理由笹を提出する必要がある。

2

、
ｊ
Ｊ

－－

荷造,荷涛の両方を依頼する場合,又はその片方を依頼する場合であっても，
これらにかかる追加費用は対象外経覺となる。

2

／
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そのような場合には,担当部署に連絡してもらいたい。

’ 公務による時間の刷約など.やむを得ない事情に限り.割増料金についても支
, '26る場合引越業者を利用す 日時指定の割増料金は,どのように扱わ謡雛蕊熱蕊認篭繍聡謬確瀞増料金の発生れれるか｡．

〈対象外経費関係） なお,引越業者の取扱いとして,一律に日時指定料金が追加される場合等に
は,その事情等を配域した理由書を提出する必要がある。
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引越業者を利用す

2 271る場合
i(対象外経費関係）

対象外経蓑となる。
ただし,単身パック等の運搬できる荷物に制限があり,生活用の自転車等を別
途宅配便等で運搬する必要があるなど‘単身バｯｸと生活用の自転車に係る宅
配料金の合計額が.3社以上の見稜りを行った他の引越業者に委託するよりも
安価になる場合を除く。 、

引越業者に対し,､自転車の運搬を依頼し
た場合の追加受用は‘どのように取り扱
われるのか。
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引越業者を利用す
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る場合

引越業者を利用す
る場合
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24

引越業者を利用す
25る場合．
（対象外経受関係）

引越業者を利用す
る場合
(対象外経壷関係）

’

｜
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引越業者を利用す
る場合 ．
〈対象外経費関係）

1
う

職員本人ではなく,家族名蕊で発行され
た見積書でもよいか。

(おまかせパｯｸ関係j ‘
荷造.荷解を依頼する場合の見祇書の取
得に関する注意点は何か。

羅鵜灘獺鰯合の追加費用に
ついて,理由書による説明は必要か。

(おまかせパック関係)．
荷造は引越業者に作業を依頼するが,荷
解は自ら行う場合であっても.荷造にか
かる追加費用は対象外経受となるのか。
また,荷造は自ら行うが,荷解を引越業
者に依頼する場合はどうか。

一
身
行
解
わ
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宅配便業者の発行する領収書(伝票･レシートを含む｡金額,依頼者,荷物の送
付先(元),依頼日,発送個数等が明示されているもの｡)及び移転料精算金額
確湧書を提出ずる必要がある。
少数の段ボールを宅配便で送るなど,明らかに引越蕊者へ委託するよりも安価
になる鰯合には,引越業者との比較や3社以上の見積書の提出は不要である。

認擢竪凄獄鰯蕊籔鶏舎には‘引謹薬看の棺場と比職し

| ↑3 宅配便を利用する|賢蝋蕊臨鰐しを行う場合に必場合
～

1

一股的には,引越業者に荷物を一度に全て運搬させることが効率的な引越方
法であり,宅配便等で別途荷物を送付する必要はないものと考えられる。．

， |‘|震犀利龍”
引越業者へ依頼した部分と宅配便を利用
した部分が併存した場合には,どのように
取り扱われるのかも

宅配便等を別途利用する場合には､その事情及び必要性を記載した理由害を
提出する必要がある｡その上で宅配便等を別途利用することが社会彌念上や
むを得ないと考えられる場合には．全体として最も安価な方法による実賛が支
給される。

戸一、

､
／

宅配便を利用した場合,送り状力噸収書｜
宅配便を利用する

篭溌灘艫溌懸臘’
3 3
場合

なるのか。
3131蕊便を利用する

、

送り状の原本の提出が必要である。

I

回数に制限はないが,社会通念上合理的かつ経済的な方法で行う場合の経費

繍#灘践瀞総鑿鰻轆潔謬蕊§謁鰭
に送付することが必要である。

宅配便を利用し何回かに分けて荷物を送
宅配便を利用する
4 る場合,いつまで‘.又は何回までの分に場合

ついて,移転料が支給されるのか。

3

職制扇する…"塞罐職謹選驫麟”5場合 （任意)を支払った場合には,どのように
（対象外経費関係)｡取り扱われるのか。

社会通念上妥当と露められる程度の最も安価なプランに付随する保険料であ
れば,原則として支給対象となるが.対象外経愛に掲げる物品に対する保険料3

など,通常の範囲を超える任意の保険料についでは対象とならない。

ノ

全体として旧住所から新住所への移転と捉えることが可能であり‘社会通念上
やむを得ないと考えられる場合には,支給対象となる｡なお‘旧住所から新任庁
に送付する場合には,宅配便業者の発行する領収書(伝票･し均一ﾄを含む｡金
額,依頼者,荷物の送付先(元).依頼日,発送個数等が明示されているもの｡）
,<※)に加え,必要性等を記戦した理由幕を提出する必要がある。
旧任庁から新任庁(又は新住所)へ送付した場合には対象外経費となる｡
※領収書の記載により;送付した際の取扱店舗等を確認することになる。

仕事上必要な書類･文具頚を旧住所から
新任庁に郵送した場合には,どのように．

鰡辮総任庁(又は新僅所)に
郵送した場合はどうか。 ．

宅配便を利用する
3 6場合
（対象外経費関係）

｜ ｜ ’
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|自家用車,レンタカーを利用して引越しを行う場合には.レンタカー代‘ガソリン

脇蕊溌灘簾鴛繍欝誰溌雛擁鶴鱒掘
|かる内訳が肥賊されたもの)｡理由書(※)及び移転料精算金額確認書を提出
‘する必要秋ある。4

蕊鯛雛繍耀驍職溌蕊諜蕊鵠職｜しては,全額支給できない場合があるため, ･注意してもらいたい。 ．
※引越作業を行った暗の日時‘走行経路,走行距離,これに対応するガソリン
消畳量(代金),積み込んだ荷物の内容等を詳しく記蛾したもの

あくまで例示であるが,以下の事例においては,全額支給できないことが考えら
れるため,注意してもらいたい。 ．
(例1)レンタカーを利用する際に,引越しに適さない車種を高額で借りた場合
(例2)レンタカーを使って,私事旅行を行った場合(必要以上に長くレンタルした
場合）

(例3)自家用車を利用する際に,引越し以外の日常生活でガｿﾘﾝを消長した
状態で満タンまで給油し,ガソリン代の全額の鯖求を行った場合
(例4)明らかに経済的な経路でない高速道路利用料力営まれている場合
(例5)通稚引越しに必要としない不用なﾚﾝﾀｶｰのオプションサービスを含ん
だ鯖求を行った場合

一一、

）
4

(例6)荷物の運搬に複数回の往復が必要な場合であって,引越し業者の相場
よりも高額となる塙合 、 ￥

自家用車,レンタ
カー等を利用する
場合

4 3

自家用車‘レンタ
カー等を利用する
場合

支払代金に加え,利用日,走行区間が記載されている必要がある｡領収書に代
えて,【必要事項が記載された)ETC利用明細書を提出することでも足りる。

4 1 4

ダ

、
ｌ
ノ

4 1 5

4 1 6

一一一一一

荷物の運搬は引越業者へ依頼し,旧任庁から新任庁へ自家用車を自ら運転し
赴任した場合‘最も経済的な通常の経路及び方法で自家用車を自ら運転して赴

任する際の経賓については｡原則として(移転料ではなく)従来どおり出頭旅費｜として旅費法の規定に基づく支給が検討されることになる。

自家用車,レンタ
7カー等を利用する
場合

Ｉ
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’
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自家用車,レンタ

カー等を利用する
場合

卸

自家用車,レンタ
カー等を利用する
場合

r－

自家用車，
を行う場合

レン

に必
タカ一等を利用して引越し
要な提出書類は何か。

|社会通念上不適当な舗求として‘､全額支
給できない場合とは,どのような例が考え
られるか｡

七画■－－
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＆

自家用車,レンタ

カー等を利用する’
場合

凸

自家用車,レンタ
カー等を利用する
場合

ｌ

ｌ

Ｉ

１

１
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’
|高速道路等の有料道路の利用はどのよ
'うに取り扱われるのか。

－

高速道路を利用する場合の領収書に必
要となる記戟は何か。

’一一

夕

ロ

ガソリン代を請求する場合に理由害に記
戯を要する事項は何か。

自家用車による引越しでプｴﾘｰを利用す
る場合,運転者の運賃は旅費法第17条
の船賃に準じた等級を利用する必要があ
るのか6

引越業者を利用した上で,自家用車,レ
ンタカーを自分で運転して移転した場合
には.自家用車,レンタカーにかかる経費
はどのように取り扱われるのか。

■■■■ﾛ■■－

－

高速道路等の有料道路の利用が社会通念に照らして妥当であり,最も経済的
な通常の経路の選択であるということであれば有料道路料金が支給される。

’－

ノ

移動経路等に加え．ガソリン代金の計算根拠(移動距離(k、)÷燃費(km/L) ‘
×ガソリン単価(円/L))を記戦する必要がある。 ’

グ
一

自家用車のみで引越しを行う場合で,移転料としてﾌｪﾘｰ代を支給する場合に

は，旅萱法上の船賃として支給されるわけではないため‘利用したﾌ子リーにおける最低限の運賃が支給される。

なお‘移転料ではなく,出頭旅貴の対象となる塙合には,船賃等の旅受法の規
定が適用される。
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クレジットカード等による支払いのため,、
領収書を提出できない場合には,どうす
ればよしtか。

■

赴任に伴う引越しに際し,扶養親族では
ない者が含まれている場合には,どのよ
うに取り扱われるのか。

7T- |難濯蕊鑿零落ﾂ譲灘鯨:獣譲潮撫齢
た上で‘別々の見積喜等を取得する方法,1通の見菰書等中;引越業者におい
て,．①②③の明確な切り分けが記就された見積書等(例えば,…を区別す
る形によりiそれぞれの荷物に付されるポイント数,荷物量又は金額が龍載さ
れ,これに基づいて職員本人分の実費が計算可能な見菰害等)を取得する方
法が考えられる｡見溌書等を作成するlご当たっては,職員本人において,引越
業者に対し,それぞれの荷物を特定して正確に説明する必要がある。 、
見稜書等により合理的な切り分けが行われていることが確認できる場合には，
①に加え,③に一定の割合を乗じた額に相当する額(※)を支給することにな
る。 ‘

／ 、
ノ

扶養親族等に関す
2
る事項

）

１
１
１

６

なお,合理的な切り分けについては‘職員本人の申述書のみでは露められな
い。

※職員本人,扶養親族,扶養親族でない者の合計人数で按分した上,職員本
人及び扶養親族分に相当する額 ．

71
’引越業者作成の見積害等により,職員本
人分(扶養親族分含む)の引越代金の合

． 理的な切り分けが困難な場合において出
以下の事例1～3の場合の移転料の支給
額は,どのように取り扱われるのか。

【事例1】
扶養親族ではない配偶者のみを帯同し ，
て引越しする場合

【事例1】

‘ ･瀞…鮮聯鯛蕊薫麓 墓
｜霞族3名で新住居に引越し.引嘗総き同に'/2×'(子ども)狸(子ども+配偶者)を桑じた額を支給することになる。【事例3】

｜【事例3】｜’ 配偶者が国家公務員であり.職員本人と同時期に異励発令がされている堤合
<移転前＞ を除き,職員本人分である全体の実焚の1/2を支給することになる。

驫憲溌息(鑿誰墨擦艤’
い)）
〈移転後＞

家族3名で新住所に引越し,引き続き同

I ‘ ．

）

－－-－－－

"、

7

区分

一■一＝

5

6 1
等に関す

領収書

二
１
１

引越業者の見澗書等により,職員本人分
|(扶養親族分含む)の引越代金が合理的
|に切り分けられる場合とは,どのような場
合か。

’
－

支払いの事実を確露できる書類が必要である｡クレジヅトｶｰドの利用明細霊や
銀行榎込の控えなどを提出することでも足りる。

－

赴任に伴う引越しに際し,扶養親族ではない者が含まれている場合には,引越
業者作成の見籾書等により,職員本人分(扶養親族分含む)の引越代金が合理
的に切り分けられる場合には,その実費を支給し,合理的な切り分けが困難な
場合には,全体の実費に一定の割合を乗じた額を支給することになる(※)。

※職員本人分として全体の実費の2分の1に相当する額を支給じ｡･その余の2
分の1は扶養親族及び扶養親族でない者の人数で按分した上,扶養親族分を
職員本人分に合わせて支給する。

4 ，

－ －－－ 一一一一一一ﾆ ｮ

甥電

『

－－－

P

､



f－1一斉~‐

|区分｜恩
I - . ---T- .

i問 回惹貸間

一一一一一一一

備考

エアコン,ガス器具の着脱作業について，
引越業者ではなく,専門業者が行った場
合には,どのように取り扱われるのか。

エアコン,ガス器具の着脱作業について，
引越業者ではなく,専門業者が行った場
合には,どのように取り扱われるのか。

専門業者が行った場合であっても,移転料の支給対象となる｡この場合には，
原則として3社以上の見積書の提出は必要ないが,不要に高額な料金で契約
することのないよう,注意してもらいたい。

、

●

~）

|蕊蕊駿溌繍剰蕊嬢世蕊給されるものである車め･生’
4 】

虹

,'｡|懲識 旧住所においてレンタルしている洗濯機，
冷蔵庫’家具鍔の引取料金はどのように
取り扱われるのか。

|引取料金はﾚﾝﾀﾙに要する費用に含まれるため,対象外経受となる。
. - )

－ 一一四一＝－－a－－－

’
1 1 1

原則として,旧住所から新住所への引越しのみが赴任に伴う住所の移転であ
り,移転料支給の対象となる｡そのため,旧住所以外の場所(第三地)から家財
道具を送付する経費は‘基本的には支給対象外となる。
第三地から家財道具を送付する場合には,事前に担当部署に照会してもらいた
い(※)。 ． ．

※実家等が旧住所の隣家であるなど,実質的に同一地と考えられる場合であっ
ても‘照会してもらいたい。

過去の単身赴任で使用していた家財道具
を現在の住所地〈旧住所)でない実家等
に保管している場合,当骸保管場所から

ｱ | @ |fg蝶管等）
|ず瀦鱸鬮塁蕊識製
どのように取り扱われるのか。

、
ノ

一一→＝
P－－q

I

原則として,旧住所から新住所への引越しのみが赴任に伴う住所の移転であ
り,移転料支給の対象となる｡そのため,新住所以外の場所(第三地)へ家財道
具を送付する場合の経覺は.基本的には支給対象外となる。
ただし,新僅所への居住が稜務付けられる場合であって.旅行命令権者が新住
所の性質上,新住所以外の場所(第三地)への荷物の送付が社会通念上やむ
を得ないと認められる場合については支給対象となる。
第三地へ家財道具を送付する場合には,事前に担当部署に照会してもらいた・
い(※)。

※実家等が新住所の隣家であるなど.実質的に同一地と考えられる場合であっ
ても,照会してもらいたい。

単身赴任を終え自宅(新住所)に戻ること
になったが,家財道具を自宅(新住所)で
使用する予定はなく;保管スペースもない
ことかろ，実家に保管する場合,実家へ
家財道具を送付する費用(引越代金,宅
配便料金等)は,どのように取り扱われる
のか。

7 1『蝶管等）7

ー

ノ

8

7 1

その他

(エアコン･ガス器
具の着脱作業）

7

一－－

－

７

－

7

2

3

4

その他

(エアコン･ガス器

具の着脱作業）

－－

その他

(エアコン･ガス器
具の着脱作業）

その他 ．

(新規購入家具等

配送料）

エアコン,ガス器具の着脱作業以外の作
業に関する愛用(ホース交換(延長),コン
ｾﾝﾄ交換等)は,どのように取り扱われ
るのか。

新規購入したエアコンの新住所における
取付費用は,どのように取り扱われるの
か。

家具‘家電等を購入して購入店舗から新
住所へ直接配送する場合の配送料はど
のように取り扱われるのか。

テーマ

着脱作業以外の費用は,対象外経黄となる。

－－－●－－4体一一

一 一.－

エアコンの着脱登用は,旧住所において利用していたエアコンを新住所に移設
する場合に限って支給される｡エアコンを別途購入して新住所で取付け等を行う
場合の費用については,対象外経費となる。



？

茸

＝○ 6

ビｱﾉ,美術品骨董品,ぺｯﾄ,植木のように,個人的趣味で大型のものや
個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の追加費用I

〃

〉

■

6

､

ノ
〆

！

‐ノ

■

●

●

ノ

、

■ ■

対象外経費
〃 ■一

、

○

｡ * ､

自家用車,オートバイ等を運搬等する際の追加費用
6

○
工事,設置等に係る追加費用(洗濯機,ﾃﾚビ等の設置費用)、
※エアコン,ガス器具の着脱費用(エアコンガス補充費用等を除く｡)につ
いては,支給対象とする。

○ 家具,家電等の購入費及びﾚﾝﾀﾙ料
心

､ り

｡ ｡ ■

○ 宿舎等修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む｡）

○
ｳ

家電リサイクル費用
' ：

6 ．

1

○

｡

不用品不要品組大ごみ回収費用
イ
心

○ 荷物を一時保管する場合の追加費用
●

■

■ 。

○ 敷金;礼金,仲介手数料等(民間賃貸住宅等へ入居する際の初期費用）

○ 民間賃貸物件の下見にかかる費用

○ 友人等の手伝い者への謝礼及び食事代
■ の

Ｕ
心

○ 官公庁への諸手続に要する費用
q ■

● ● 寺



国家公務員等の旅費に関する法律における移転料の定額の目安(同法第23条参考）

’誕任の瞳麸養親族を移転する場合には, l日在勤地から新在勤地までの路程に応じた
定額表記載の金額 ・

2赴任の磯扶養親族を移転しない場合には, 1の2分の1の金額

3赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親
族を移転する場合には,2に規定する額に相当する金額

【定額表】
､
ノ

、
１
１
０
０
が

･己△ザ

（円）
※【定額表】は国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の二を参考に作成したもの
※路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

区分

鉄道

50km未満

50km以上
｡

100km未満

1"km以上

300km未満

300km以上
『 口

5"km未満

500km以上

1"Okm未満

10Mkm以上

1500km未満

1500km以上

2000km未満

20"km以上

′ 』

務又は7級
以上の職務

にある者

D－ロー←－

判事

判事補
6号以上

簡裁判事
11号以上

●

126,000. 144,0” 178,000 220,000 292,000

■

306,000 328,000 381,000

6級以下4
級以上の職
務にある者

判事補
7号以下

簡裁判事・
1.2目以下

107,000 123,000 152,000. 187j000

0

248,000 261,000

G

279,000 324,0"

9

1

3級以下の
職務にある
者

93,000 107,000 132,000 163,000 216,000 227,000 243,000 282,000



新任判事補採用予定者各位

最高裁判所経理局用度課管理係、

裁判官制服について

判事補採用後に着用する裁判官制服につきましてjサイズ等の調査を行います。

別紙裁判官制服サイズ一覧表を参考の上， 自らのサイズ等を同封するサイズ申告書

に記入し，金和afJ且旦旦K41童画皇最高裁判所人事局任用課実施係宛てに郵送

奇

）

にて提出ください。

、

ノ
ー

↓



（別紙）

裁判官制服サイズー覧表

男性用（左前袷）

ノ

芦.、
ノ

女性用（右前袷）

）

今

7 特大 大 中 4 、

丈 116cm 110Cm 104cm 98cm

前丈 120cm 114cm 108cm 102cm

肩丈 51cm 48cm 46cm 43cm

袖丈 65cm 62cm 59cm 56cm

身長の目安 ~180cm 180cm～175cm 175cm～165cm
b

165cm~

特大 大 中 4 、

丈 110cm 104cm 98cm 92cm

前丈 114cm 108cm 102cm 96cm

肩丈
■

49Cm 46cm 43cm 40cm

袖丈 60cm 57cm 54cm 51cm

身長の目安 毎-170cm 170cm～165cm 165cm～155cm 155cm～



_ノー

新任判事補裁判官制服サイズ申告書

配厩庁 氏名 制胆の種別

｜

男性用 ｜ 女性用

サイズ

特大 ｜ 大
’

巳

0

地裁

中 ｜ 小
■

函

※制服の種別･サイズ欄については,該当する文字を○で囲ってください。

(参考）裁判官制服サイズー覧表

男性用（左前袷）

|｜ 特大｜ 特大 大 中 小小！

』
』

104c" | 98c"
108cm l lO2cm102cm

丈 1･16cm
－

120cm

110cm
-

114cm114cm前丈

肩丈 51cm 48cm
一

46cm 43cm

袖丈 65cm 62cm 59cm 56cm

~180cml180Cm~175cml175cm~165cml 165cm~~180cm 180cm～175cm 175cm～165cm 165cm~身長の目安

女性用（右前袷）

特大 大 中 小小

丈 110cm 104cm 98cm 92cm

前丈 ｜｜

－~肩丈一|｜
袖丈 |｜

雲貢鬘売要~’

前丈

肩丈

袖丈
申

長生一一

身長の目安

114cm 108cm 102cm 96cm一

49cm 46cm 43cm 40cm

60cm

~170cm

57cm 54cm 51cm

| 170cm~165cml165cm～155cm170cm～165cm 165cm～155cm 155cm~155cm~



■

宿舎事務担当者名簿
一一f一・一一一画一一 口▽ ~PP~ ・ ~･一一一ﾏ FF 今二F子 ‘I P－ や一一乱』『 一女で

事務担当者 Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ

■

I ザ

採用庁
b

宮 職 氏 名 ふりが！な 運 絡 先
ﾛ ■

0

e ■ ■

最高裁判所経理局総務課
公務員宿舎二係長 ． 西田優子 にしたゆうこ東京地裁

横浜地裁
さいたま地裁

’ (ダイヤルイン）ﾛ 、

川村俊太朗
最高裁判所経理局総務課
公務員宿舎二係 ．

かわむらしゆんたろう
■

ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ

I D I ．

人事課課長補佐 池田友紀子 いけだゆきこ

千葉地裁
■ ■ ■

人事課任用係専門職 久富愛美 ひさとみめぐみ
叩
ｌ
ト
ー
Ｉ
旬
口
Ｉ
９
ｆ
ｌ
６
０
二
日
“
■
７
Ｌ

1 1 ． 1 ． ．

総務課課長補佐 村田浩司 むらたこうじ

水戸地裁

会計課管理係長j 川嶋知行 かわしま・ ともゆき〆

,一）
一

I ロ ﾛ ﾛ 1

会計課管理係長
一

028-6･2･ 1-4754 (ダイヤルイン）川島崇之 かわしまたかゆき
I ＄。 ‘ ，P

宇都宮地裁 会計課管理係 名田大樹 なだひろき 028-621-4754(ダイヤルイン）

O28-621.-.4744(ダイヤルイン）総務課人事第一係長 持田雅規 もちだまさのり
1 ．1 1●

I

i
l

1 1 ・B e

◆

前橋地裁 総務課入事第一係長 細．谷信弘 ほそやのぶひろ O27-231-4275 (内線515)
I ‐。

総務課課長補佐 鷲津 腱 わしづ ．けん |(ダイヤルイン） ｜

|(タｲﾔﾙｲ亥) ’
静岡地裁

会計課専門官 佐藤笑子 さとう・えみこ
、

｛

総務課課長補佐 後藤祥子 ごとう．さちこ
甲府地裁

総務課人事第一係長 丸山直也 まるやまなおや

総務課課長補佐 中島淳"志 なかじまあつし ､(ダイヤルイン）

(ダイヤルイン）

Ⅱ

■

Ｉ

Ｄ

■

刷

凸

■

『

■

。

■

ｆ

■

■

■

｜

Ｂ

ｐ

Ｆ

１

Ｍ

Ｉ

１

Ｉ

ｌ

Ⅱ

１

１

１

’

’

’

１

４

１

８

１

１

四

日

‐

ｌ

Ⅱ

１

１

４

０

Ⅱ

Ⅱ

８

|

町

長野地裁
1

－ノ

H 1 。 、

会計課課長補佐 生畑目さおり なばためさおり
I． ． ． ’

■

■

■

日

日

■

５

９

ｎ

勺

Ｌ

Ｌ

■

■

Ｉ

Ⅱ

’

月

Ｄ
ｒ

総務課人事第一係長
. F
田中伸幸 たなかのぶゆき ､

新潟地裁

会計課専門官 椎谷恵美子 しいやえみこ
寺 り

、 I q‐ I
,

■

(ダイヤルイン）大阪地裁 経理課営繕係長 原正行 みはらまさゆき三
‐ I ロ ‐ 。

京都地裁

■
■

経理課管理係長 田中隆宏 たなかたかひろ
》

■ ■b

神戸地裁

１

人事課専門職 ’
二
－
一
Ｉ

橋本めぐみ はしもとめぐみ (ダイヤルイン）
二一

(ダイヤルイン）
０

奈

■ ■ ■

良地裁 会計課課長補佐 郡 伸一 こおり しんいち

1 面 、 1 1 ．

大津地裁 大津家裁総務課課長補佐 大林，正典 おおばやしまさのり (ダイヤルイン）
、

(ダイヤルイン）

(ダイヤルイン）

。 】 、 ロ

‐
！
：
卿
Ｉ
Ｆ
塩
」

和

名

1 1 1

福弁百合江和歌山家裁総務課課長補佐 ぶくいゆりえ 07･3-428-9881

歌山地裁
ﾛ ノ

廣田希公世和歌山地裁会計課管理係長 ひろたきくよ O73-428-9892

1 1 1

古屋地裁 城地綾乃名古屋高裁会計課営繕係員 じょうちあやの 052-20.3-01:62(ダイヤルイン）
E

■
■ 一宮

。

｡

△

四

■

錘#ー･ー‐ ‐‐‐

■ー 街

◆セマ

歴■､舎営

露悪で ．‘Eで可、

再… ”画 ､､'一 、う羽

函



）

■

6

－D一 画一■ qー÷ﾛ ●一q ｮ 4』 ■ 一一 ■一

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｆ

卜

Ⅱ

■

■

Ｆ

Ｉ

Ｌ

■

■

事務担当者ー

採用庁

官 職 ’I
ふりがな 連 絡 先氏 名

■

I ， 』 』 ． I

さかぐちたけし会計課管理係長 阪口 猛 O59-226－4173 (ダイヤルイン）

おおにしとしひろ 同上（但し，令和3年1,月1日まで）会計課管理係主任 大西俊弘津地裁

、

059-22.6-4805 (ダイヤルイン）総務課人事第一係長 藤原亜美 ふじわらあみ
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１
１ 令和3年1月6日

裁判官任官内定者各位
、

1
一

司法研修所第一部教官室

、令和2年度新任判事補研修について（お知らせ）

標記の研修については，既にお知らせしたとおり， 1月19日から21日までの

日程で実施します。現在のところ，司法研修所別館に参集する方法での実施を予定

していますが,発出が見込まれている緊急事態宣言の下での行動制限の要請の状況

等によっては〉 ウェブ会議による方法での実施に切り替える可能性があります。ウ

ェブ会議に切り替える場合には， 1月13日までにメールにて連絡しますが, ウェ

ブ会議の環境がない方は， 1月7日までに司法研修所企画第一課M_

で]|）に連絡してください。なお,取得済みの航空券等については,指示が

あるまではキャンセルをしないでください。 ．

ところで〉新型コロナウイルス感染症にづいては,ウイルスに感染してからの潜

伏期間が約2週間にも及ぶ場合があること等を踏まえると，研修が終了するまでの
‐、 ，

体調の管理については，今から万全を期1-ﾉてもらう必要があります｡裁判官任官内

定者として，参集する方法で実施される場合には，和光市等の地域の理解を得て実

施していることを十分理解じてもらう必要がありますし，万が一，研修中に研修所

や寮において感染拡大という事態が発生すると，和光市等の医療機関にも多大な負

担をかけることになるという認識をもつ必要があります。

ついては，内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が示している感染拡大

防止策の順守を徹底して，今後の行動について十分に注意をしてください。特に，

新型コロナウイルスの感染経路として，現在，会食時などマスクを外している時の

飛沫感染が注目されていますが，同居の家族以外どの飲酒，会食等は控え〆てくださ

徳~.、
ノ

ノ

､



、

い。
、

なお，発熱等の風邪症状がある場合又は濃厚接触者と判定された場合若しくはP

CR検査を受けることになった場合は，速やかに司法研修所企画第一課（■■■■

i' :- ])に連絡してください。また，同居の家族が風邪の症状を呈して

いる場合又はPCR検査を受けることになった場合には；濃厚接触者と判定されて

いるかどうかを問わず，同様に連絡してください。

おって，研修参加に当たっては体温計を持参の上,研修当日は，毎日,登庁前に～

検温し，発熱があるか否かを確認するようにしてください。鼻雪、

／ノ
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、

、
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令和3年1月13日

裁判官任官内定者殿

ｒ

司法研修所事務局長一場康宏
7

ｒ

令和2年度新任判事補研修の実施方法の変更について

（事務連絡)

標記の研修について，実施方法が下記のとおり変更となりましたのでお知らせし

ます。

．記

1 日程 ｝
（ 1

‘日程表（案)のとおり

2研修場所及び研修方式 ‘

ウエブ会議用アプリケーション1 1を使用して, カリ‘キュラムを配信する。

原則として，参加者は自宅等において私物パソコン等を使用してウェブ会議に参

加する。

3宿舎

研修場所等を上記2のどおりとすることから，参加者は当研修所の宿舎を利用
ノ

しない。
．｛．

4その他
、

1月19日（火）及び21日（木）に予定していた昼食会は中｣Eとする。

声~､

1
1

、
１
Ｊ
〆

／
三

〉
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令和2年度新任判事補研修

日程表 （案）

"皇~、

、

ノl

L- 一

、

I

＃

月 日 曜 実 施 内 容

I

19

20

21

火

水

木

9:30 9:50

開始式
(所長挨拶）

9:50 ． 10225

オリエン

テーション

l0g30 12:30

自己紹介

13:30 14:00

講話

最高裁長官

大谷.直人

14:00 ． 17:00

説明と意見交換
｢裁判所における人事の仕組み等」

色

人事局長 徳岡 治

人事局任用課長 ・馬場俊宏

(司会）司研教官相澤眞木

9:30 10:00

情報政策課から
の説明

情報政策課情報
セキュリティ室
長兼参事官

吉田智宏

10:10 、 12:00

講演と意見交換

｢新任判事補に期待するこ
しI 、

東京高裁部総括半陣

平木正洋

13:00 17:00

。 ■

｢左陪席裁判官の在り方」 （班別）

1班東京地裁判事補 町田哲哉

（司会）司研教官 岡崎克彦

､2斑 さいたま地裁判事補松岡藍子

（司会）司研教官 篠田賢治

3斑東京地裁判事補 松下健治

（司会）司研教官 鈴木千帆

4変千葉地裁判事補 乙部華穂

(司会）司研教官 香川徹也

9:30 11:0C

令状実務の留意点
(斑別）

1班東京地裁判事

大伴慎吾

2班東京地裁判事
鏡味 薫

3班司研教官

香川徹也

11:10 _ 12:10il3:10 14:00
0

｢裁判官としての研さん」 （班別） ．

1班東京地裁判事補 島尻大志

（司会）司研教官鈴木千帆

2班東京家裁判事補 島田 旭
（司会）司研教官中丸 隆

3班横浜地裁川崎支部判事

小泉健介

（司会）司研教官篠田賢治

4班千葉地裁判事補 安重育巧美

（司会）司研教官岡崎克彦

◆ 1

14:20 16:10

班別意見交換
｢目指すべき裁判官に
なるために」

1班司研教官

相澤眞木

2班司研教官

岡崎克’彦

3班司研教官

香川徹也

4班司研教官

.中丸 隆

16:30 17:0[

講話

最高裁判事

小池 裕



令和3年1月13日

裁判官任官内定者各位

ノ

司法研修所第一部教官室
ノ

令和2年度新任判事補研修について(お知らせ）

司法研修所第一部教官室では， 73期の集合修習を司法研修所で実施することが

できなかったことなどに鑑み，新任判事補同士の同期のつながりを深めてもらう観

点から，標記の研修について司法研修所別館に参集する方法で実施することができ

ないかを直前まで模索してきたところです。 しかしながら，先週来,全国における

-新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかかっておらず，政府においても緊急事

態宣言の対象地域を拡大する方向で検討が進められている上に，埼玉県内の医療提

供体制もひっ迫してきていることなどを考慮し，誠に残念ですが， ウ;エブ会議によ

る方法での実施に切り替えることとしました。 1月6日付けのお知らせにおいて，

裁判官任官内定者各位には行動に注意していただくようお願いし， これに対応して

いただいたこ,とと思いますが， ウェブ会議に切り替えざるを得なくなった事情につ

いて御理解をいただくとともに， ウェブ会議により充実した研修ができるよう御協

力をお願いします｡

なお，手配済みの航空券等については，キャンセルしてください。キャンセルに

手数料がかかる場合には， キャンセル料の支給が可能ですのでjキャンセル料を負

担したこと及びその金額がわかる書類を準備してください。当該書類}ま,採用庁へ

提出していただくことになりますが，取扱いについては各庁で異なる場合もありま

すので，採用庁の旅費担当者に確認してください｡
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